
群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

参考
指標

地域機関公用車数 実績 1,216台 1,222台 1,197台 1,190台 1,197台

地域機関における共用車両数 実績 16台 8台 5台 － －

56.6% 55.8% 56.8% －

実績 100%（実施）

取
組
目
標

地域機関公用車利用の効率化を図
る車両共用化以外の方策の検討（具
体的工程に掲げた各作業による作業
実施率）

目標 100%（実施） 100%（実施） －

効率化を検討した車両のフォローアッ
プ

目標 － － 100%（実施）

実績 － － 100%（実施） 100%（実施）

地域機関公用車の稼働率
目標 対前年度＋3％ －

実績

　合同庁舎の車両共用化等の地域機関における公用車利用の効率化を図る方策
を実施する。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

【改革内容】

ア　全庁的に発生する事務のうち、これまでに全庁的な統一ルールがないものにつ
いて、庁内統一ルールを策定する。
イ　策定した全庁的な統一ルールについて、全庁周知が一定期間経過したのち効
率化が図られているか検証する。

5 6

H27 H28

－ －

－－ 4

　庁内の主管課長等を構成員とする「行政改
革実施委員会」において、全庁的に共通する
業務の見直しの参考として、「業務改善のヒ
ント」を示した。
　また、全庁的な行政改革の重点的な取組
として「テレワークを見据えたデジタル化の推
進」を掲げ、働き方改革に繋がるテレワークの
推進に向け必要となる業務の見直しの取組
例（①テレワーク(在宅勤務)可能業務の洗い
出し、②電子起案が可能な文書の洗い出し、
電子起案の推進、③添付書類・押印の見直
し、④県民・事業者等の申請・届出に係る電
子申請の活用、⑤ウェブ会議の活用）を示
し、全庁的に取組を進めた。

　引き続き、あらゆる機会を捉えて事務の改
善や効率化といった見直しについて周知を行
う。また、「業務改善のヒント」について、デジタ
ル技術の活用や働き方改革に対応したもの
に更新し、庁内周知・活用を進める。

　引き続き、行財政改革実施委員会や庁内
LANを活用し、効率化による効果を示しなが
ら周知・活用を図る。

R2

5

－ － －

－

２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期

100％（実施）

　地域機関の公用車について、稼働率を高めるなど公用車の利用の効率化を行
い、経費削減を図る必要がある。

２四半期

取組事項

関係所属

(1)実施方法の工夫による効率化

－ 5 5 5

R1 R2

1事務移譲

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　「業務改善のヒント」で例示した事項等を各
所属が実践することにより、効率化が図られ
ているか検証を行う。

　引き続き、行政改革実施委員会や庁内
LANを活用した周知等を行い、各所属での実
施効果等の検証を行う。

　引き続き、行政改革実施委員会や庁内
LANを活用し、効率化による効果を示しなが
ら周知・活用を図る。

Ｂ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　庁内統一ルールの検討に着手したが、事
務を特定・庁内統一ルール策定によらずに、
既に全庁に共通する会議の仕方の見直し等
を掲載した「業務改善のヒント」をがあることか
ら、これを改訂・周知し、各所属では事務の
改善や効率化を図った。改訂にあたっては、
職員提案制度により提案のあった改善例な
どを盛り込んだ。特に、会議や通知の仕方、
配布物の見直し等については、庁内ＬＡＮを
活用し、継続的に全職員向けに周知を図っ
た。（平成29年度評価における委員会意見等を踏ま
え追記・修正）

　庁内の主管課長等を構成員とする「行政改
革実施委員会」において、「「仕事の仕方」の
見直し」の例として、会議の仕方、庁内照会、
資料作成方法の見直し等を示し、各所属に
おいて取り組んだ。また、全庁的に行政改革
の重点的な取組として「廃止を含めた業務の
見直し、事務改善と適正な事務の推進」を掲
げ、事務改善等に取り組んだ。
　会議が集中する年度当初に向け、３月に
「会議の仕方の見直し」を庁内に周知した。

　庁内の主管課長等を構成員とする「行政改
革実施委員会」において、全庁的に共通する
業務の見直し例として、「業務改善のヒント」に
掲載している会議の仕方、庁内照会、資料
作成方法の見直し等を示すとともに、各所属
における取組等を意見交換した。昨年度に
引き続き、全庁的な行政改革の重点的な取
組として「廃止を含めた業務の見直し、事務
改善と適正な事務の推進」を掲げ、事務改
善等に取り組んだ。
　類似する会議の一本化や電子決裁に積極
的に取り組む所属が増えた。

【改革内容】

　前大綱実施計画の「公用車の一元管理の拡大（地域機
関）」の取組により、業務に適した公用車の種別（軽、バン等）
は地域機関ごとに異なり、合同庁舎における一律の一元管
理の導入は困難なことが分かったが、経費削減の観点から
公用車の稼働率を高める取組を検討していくことは依然とし
てある。

具体的な取組 ②地域機関における公用車利用の効率化取組所属 ◎業務プロセス改革課 関係所属 地域機関各所属

１四半期

庁内統一ルールの決定
及び庁内周知

計画

結果

業務改善のヒントの実践
状況モニタリング実施

計画

結果

検討作業部会での庁内
統一ルール内容の検討
実施

３四半期 ４四半期

R2 Ｂ

３四半期 ４四半期２四半期

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　引き続き、あらゆる機会を捉えて事務の改
善や効率化といった見直しについて周知を
図っていく。また、実施状況を把握する必要
がある。

１四半期

H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

モニタリング実施結果分
析

計画

結果

　引き続き、あらゆる機会を捉えて事務の改
善や効率化といった見直しについて周知を行
う。また、多くの所属で業務を見直す機会を
設け、改善等につながるよう、「業務改善のヒ
ント」の周知を継続する。

　引き続き、あらゆる機会を捉えて事務の改
善や効率化といった見直しについて周知を行
う。ＡＩやＲＰＡといったＩＣＴを活用した業務効
率化についてもあわせて庁内周知・活用を進
める。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ H30 Ｂ R1

参考
指標

なし 実績

実績取
組
目
標

庁内統一ルールを策定した事務数
目標

　全庁的に発生する事務の中には、全庁的な統一ルールが
なく、例えば、地域機関職員出席の県庁での会議の開催で
同じ地域機関職員が何度も県庁への出張を強いられたり、
地域機関庁舎へのチラシ・ポスター配布で地域機関庁舎で
の掲示スペースを上回る量のチラシ・ポスターが多くの県庁
内所属から送付されるなど、非効率な状況のものがある。

指標項目 年度

ア

イ

当年度庁内統一ルール
を策定する事務の特定

計画

結果

計画

結果

全庁に共通する業務改
善のヒントの周知

計画

結果

作業内容 年度
H29

　例えば会議の仕方や地域機関庁舎へのチラシ・ポスター配布方法など、全庁的に
多頻度で発生する事務について、最低限度の庁内統一ルールを定めて、それを徹
底することで、全庁的な事務の効率化を図る必要がある。

目標

－ －

－

－

100％（実施）

100％（実施）

改革5 事務改善と適正な事務の推進改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①全庁的に発生する事務における改善
の推進

取組所属 ◎業務プロセス改革課

H29 H30

100％（実施）

100％（実施）

具体的な取組

実績
イ

業務の見直し状況のモニタリングの
実施

目標

実績

全庁的に共通する業務の見直し周知
事例数

目標
ア

全所属

100％（実施）

28 改革５（１）



【具体的工程】

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

ア

【具体的工程】

（実施なし）

ア

イ

ウ

ＥＳＣＯ事業の導入
計画

結果

県庁エコスタイルＤａｙによ
る職員の省エネ意識の定
着

計画

結果

省エネ・節電診断の実施
計画

結果

省エネ改修の実施
計画

結果

ＥＳＣＯ事業の公募
計画

結果

行動計画の策定（各所
属）

計画

結果

行動計画に基づく省エ
ネ・節電の実行(各所属）

計画

結果

夏期・冬期の省エネ・節
電対策の実行

計画

結果

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

管理標準による施設管
理、運用の実施（各施設
管理者）

計画

結果

ＥＳＣＯ事業の導入件数 実績 0件 0件 0件 1件 1件 ０件

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

２件

ＥＳＣＯ事業の公募件数 実績 0件 0件 1件 1件 0件 0件

参
考
指
標

電力使用量の削減率（対前年度比） 実績 － +0.7% +1.7% -0.6% -1.8% -2.7%

省エネ・節電診断の実施件数 実績 22件 14件 11件 9件 9件 ７件

省エネ改修の実施件数 実績 0件 7件 5件 4件 3件
イ

47,203ｷﾛﾘｯﾄﾙ

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

取組
目標

エネルギー使用量
※県有施設で消費される化石燃料起源エネ
ルギー（電気・Ａ重油・灯油・都市ガス等）を
原油量に換算

目標 － － 47,762ｷﾛﾘｯﾄﾙ 47,284ｷﾛﾘｯﾄﾙ 46,811ｷﾛﾘｯﾄﾙ 46,342ｷﾛﾘｯﾄﾙ

実績 48,732ｷﾛﾘｯﾄﾙ 49,148ｷﾛﾘｯﾄﾙ 50,069ｷﾛﾘｯﾄﾙ 49,274ｷﾛﾘｯﾄﾙ 48,069ｷﾛﾘｯﾄﾙ

具体的な取組 ③エネルギー使用量の削減 取組所属 ◎気候変動対策課、庁舎・県民利用施設所管所属、全所属 関係所属 －

【改革内容】

　温暖化対策及び経費削減のため、県有施設における省エ
ネを推進している。
　温室効果ガス排出量については、東日本大震災以後増加
しており、地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の目標達
成のため、更なるエネルギー削減に取り組む必要がある。

　近年の電力供給の安定化により、職員の省エネ意識が薄れつつあるため、スロー
ガンを掲げ、省エネ意識の定着を図る必要がある。
　また、各施設の運用改善による省エネ・節電の継続のほか、設備改修等によるエ
ネルギー削減対策が必要である。

ア　省エネ法に基づく管理標準、実行計画(事務事業編）に基づく行動計画により、
エネルギー使用量を対前年度比１％削減する。
イ　エネルギー使用量を効果的に削減するため、施設の省エネ改修及びＥＳＣＯ事
業（※）を実施する。
ウ　県庁エコスタイルＤａｙの実施により、職員の省エネ・節電行動の定着を図る。

※ＥＳＣＯ事業
　民間事業者が実施する省エネルギーサービスのことで、事業者は設計や施工、運
転・維持管理、資金調達などを包括的に行う。省エネ効果を契約で保証することが
最大の特徴である。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　地域機関では、業務の特性に応じて必要と
する車両が異なることから、一律的な車両の
共用化による効率化は難しい。このことから、
車両ごとの年式や総走行距離、主な用途を
把握したうえで、効率化を図る方策を検討す
る必要がある。

　稼働率が著しく低い車両のうち、管理所属
において「廃車を検討」とした車両について、
その後の状況を把握する必要がある。

　老朽化し稼働率が低く有効活用されていな
い公用車について、廃車や必要台数の見直
しを進める必要がある。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　稼働率の低い車の傾向を把握するため、
地域機関の公用車利用状況調査に、年式、
総走行距離を調査項目に加える。稼働率が
著しく低い車両について、売却や廃車、また、
公用車が不足している所属への管理移管が
できないか検討する。

　地域機関における公用車利用の効率化に
ついては、前大綱実施計画から引き続き取り
組み、共用化による効率化の検討や他所属
への移管等の検討を実施した。次年度は、
効率化を検討した車両（廃車を検討した車
両）についてフォローアップを行い、各所属で
の効率化の状況を把握する。

　引き続き、有効活用されていない公用車に
ついて、他所属への移管や廃車を検討する
必要がある。

H30 Ａ R1 Ｂ R2

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　稼働率の状況調査を実施したが、効率化
を検討するにあたり、必要とする情報が足りな
かった。

　稼働率の状況調査結果から、稼働率が著
しく低い車両について、廃車や公用車が不足
している所属への移管ができないか検討し、
３台の移管が実現した。
　また、前橋市内及び太田市内の天然ガス
ステーションが閉鎖されたことから、天然ガス
車を含めた公用車の配置換えを行った。

　令和２年度当初予算編成にあたり、内部管
理経費の削減の徹底の具体例として、稼働
率の低い公用車の廃車、必要台数の見直し
を示した。
　また、総務部において、公用車の老朽化が
進んでいること、稼働率が低く有効利用され
ていない車両について、台数の削減や車両
のダウンサイジング（普通車から軽自動車へ
更新）などの検討を行った。
　30年度に稼働率が著しく低く廃車を検討し
た車両は、全て廃車済みとなった。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ

地域機関における公用車
の効率化を図る方策の検
討

計画

結果

公用車利用の効率化を
図る方策の実施

計画

結果

効率化を検討した車両に
ついてフォローアップを実
施

計画

結果

２四半期 ３四半期 ４四半期

地域機関公用車の稼働
率調査

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期

29 改革５（１）



【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

ア

イ

【具体的工程】

ア

イ

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　今年度新たに実施した長期継続契約の結
果等を踏まえ、他の施設でも長期継続契約
を実施した方が電気料金の削減効果が高ま
るのか検討を行う必要がある。

　これまでに実施した長期継続契約におい
て、電気料金の削減効果が高まっていること
から、他の施設においても長期継続契約導
入の検討を行う必要がある。

　これまで電力入札が実施できなかった施設
をまとめて入札を実施し、電気料金の削減に
つなげることができたため、今後も同様の手
法により入札の検討を行う必要がある。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　次年度も引き続き長期継続契約の検討を
行う。

　長期継続契約の導入が可能な施設につい
て、導入を検討する。

　引き続き、部局間調整の上、複数部局の
施設をまとめて電力入札を実施する。

H30 Ａ R1 Ａ R2

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　これまで電力使用量が少ない等の理由に
より電力入札が実施できなかった施設につい
て、複数部局の施設をまとめて電力入札を
実施したことにより、電力入札実施施設数が
増え、電気料金は前年度に比べ大きく削減し
た。
　また、長期継続契約（３年契約）を４施設で
行い、電気料金の削減につなげた。

　前年度に引き続き、複数部局の施設をまと
めて電力入札を実施したほか、これまで電力
使用量が少ない等の理由により電力入札が
実施できなかった施設について、他の施設と
まとめて電力入札を実施したことにより、実施
施設数が増えた。
　また、長期継続契約（２年契約）を９施設で
行い、電気料金の削減につなげた。

　引き続き、複数部局の施設をまとめて電力
入札を実施した。
　電力入札実施施設数の減少は、前年度ま
でに長期継続契約を導入した施設があり、そ
の分入札の対象となる施設数が減少したこと
によるもの。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期

複数部局まとめての電力
入札の実施

計画

結果

長期継続契約の検討
計画

結果

４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

複数部局まとめての電力
入札実施の検討

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 ２四半期 ３四半期

参考
指標

複数部局まとめて電力入札を実施し
た施設数

実績 0施設 0施設 8施設 8施設 12施設

入札により電力調達したことに伴う電
気料金削減額

実績 ▲1.5億円 ▲2.1億円 ▲3.8億円 ▲3.7億円 ▲3.7億円

－

実績 － － 100％（検討実施） 100％（検討終了）

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

取
組
目
標

ア 電力入札実施施設数
目標 前年度施設数以上 前年度施設数以上 前年度施設数以上

実績 118施設 119施設 146施設 154施設 146施設

イ
長期継続契約の検討（具体的工程
に掲げた各作業による作業実施率）

目標 100％（検討実施） 100％（検討終了）

具体的な取組 ④電力調達の効率化 取組所属 ◎業務プロセス改革課、各部局主管課、庁舎管理所管所属 関係所属 －

【改革内容】

　電力調達コストの削減を図るため、電力入札が可能な施設
は、各部局の主管課等がまとめて入札を実施している（契約
期間：１年間）。
　また、更なる電力調達コストの削減を図るため、長期継続
契約（※）の検討を行っている。

※長期継続契約
　当年度予算で債務負担行為（複数年度にわたり支出を予
定する事業）として定めていない場合であっても契約締結年
度のみでなく翌年度以降にもその効力が継続する契約

　部局ごとに電力入札を行っているため、年間使用電力量が少ない部局は、電力入
札が実施できない状況（入札不調、削減効果なし）となっている。
　また、長期継続契約については、燃料費変動等のリスクからコスト削減につながら
ない可能性がある。

ア　電力入札が実施できていない施設（電力入札が可能な施設）について、複数部
局まとめることにより年間使用電力量を増やし、電力入札が実施できるよう複数部局
まとめての電力入札を実施する。
イ　入札により調達した電力供給契約の長期継続契約について、他県の状況等を
参考にし、引き続き検討を行う。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　エネルギー使用量の増加要因となる経済
の活発化、気温の上昇。

　エネルギー使用量の増加要因となる経済
の活発化、気温の上昇。

　エネルギー使用量の増加要因となる経済
の活発化、気温の上昇、執務環境の改善。

　エネルギー使用量の増加要因となる、新し
い生活様式への対応や気温の上昇、執務環
境の改善。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　更なる省エネの推進に向け、これまでに実
施した省エネ診断を活用。迅速な取組が可
能な所属単位での省エネ方策の掘り起こしを
進める。
　施設自体の省エネ化の推進。

　職員の「県庁エコスタイル標準行動」の定
着とともに、省エネ診断を活用した迅速な取
組が可能な所属単位での省エネ改修を一層
推進していく。
　ＥＳＣＯ事業の掘り起こしを進める。

　夏期・冬期の重点節電対策を継続するとと
もに、省エネ改修をより一層推進していく。
　ESCO事業の掘り起こし、導入を進める。

　夏期・冬期の重点節電対策を継続するとと
もに、省エネ改修をより一層推進していく。
　ESCO事業の掘り起こし、導入を進める。

H30 Ｂ R1 Ｂ R2 Ｂ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　徹底したエネルギー管理により、省エネ法
に基づく事業者クラス分け評価制度における
Ｓクラス（優良事業者）を維持した。（年によっ
て、気温の高低や大型施設の改修に伴う閉
館、開館等外部要因があるため、省エネ法で
は、５年平均で効果を検証している。本県
は、△１％をクリアしており優良評価を得てい
る。）
　夏期・冬期の重点的節電対策が浸透。

　徹底したエネルギー管理を行ってきた結
果、省エネ法に基づく事業者クラス分け評価
制度におけるＳクラス（優良事業者）を４部局
で維持できたが、1部局は、設備の更新等に
伴い電気、燃料の使用量が増大したことか
ら、Ａクラスとなった。
　夏期・冬期の重点的節電対策が浸透して
いると考える。

　省エネ法に基づく事業者クラス分け評価制
度におけるＳクラス（優良事業者）を1部局で
維持できたが、3部局はＡクラス、1部局がB
クラスとなった。エネルギー使用量は、設備
の省エネ化の事業規模か小さいためほぼ影
響がなく、気候による影響が大きい。
　新型コロナの影響もあり、エネルギー使用
量が減少した。
　夏期・冬期の重点的節電対策は浸透して
いるが、我慢の省エネにも限界がある。

　省エネ法に基づく事業者クラス分け評価制
度におけるＳクラス（優良事業者）を1部局で
維持できたが、4部局はＡクラスとなった。エ
ネルギー使用量は、設備の省エネ化の事業
規模が小さいためほぼ影響がなく、気候によ
る影響が大きい。
　また、新しい生活様式への対応に伴いエネ
ルギー使用量は増加傾向にあるが、水道事
務所の譲渡等により、対前年度比は減少し
た。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ
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【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

ア

【具体的工程】

（実施なし） （実施なし）

ア

ウ

イ

ア

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　制度改正後の試行を継続し、課題を検証し
ていく必要がある。
　また、現在電子入札に参加可能な業者
は、全登録事業者数の約20％に過ぎないこ
とが判明したことから、電子入札の導入は登
録事業者の協力（有償）による環境の整備を
前提に慎重に検討する必要がある。

　制度改正後の試行を継続し、課題を検証し
ていく必要がある。
　また、地域機関への導入は、課題（実施方
法等）を具体的に検討する必要がある。

　電子で参加するためには、ＩＣカードの購入
や環境整備などの業者負担を伴い、対応で
きない中小業者は参加不可となる。
　また、地域機関への導入は、必要があれば
契約担当者（各所属長）において、各地域の
実情を踏まえて課題を検討する。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　制度改正後の試行について、データの蓄積
及び分析を行い、検証を深めていくことを最
優先とする。
　電子入札及び地域機関への導入は、県庁
における課題の検証後に検討を再開できるよ
う工程を先延べする。

　制度改正後の試行について、引き続きデー
タの蓄積及び分析を行い、検証を深めていく
ことを最優先とする。
　電子入札及び地域機関への導入は、課題
を踏まえて検討を進める。

　平成２６年度に試行を開始して以来、よりよ
く運用するための制度改正を行ったほか、事
業者に制度の浸透が図れたことから、令和２
年度から本施行に移行する。なお、引き続き
データの蓄積及び分析を行い、県庁における
課題の検証を続けていく。

H30 Ｂ R1 Ｂ R2

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　平成29年度は制度改正後の円滑な試行
の継続及び検証が最優先課題となったこと
から、電子入札導入の検討を先延べした。
　また、電子入札導入検討に着手したとこ
ろ、現在電子入札に参加可能な業者は、全
登録事業者数の約20％に過ぎないことが判
明した。

　平成30年度は前年度制度改正後の円滑
な試行の継続及び検証が最優先課題となっ
たこと及び年度途中の人員削減による業務
量の増加などが、検討の阻害要因となった。

　令和元年度はオープンカウンタの試行を継続し
つつ検証を行い、目標に掲げる電子執行の導入
及び地域機関での環境検討については以下のと
おりの対応とすることとした。
・電子執行の導入…ＩＣカード保有業者数が全体
の約30％であり、参加できなくなる業者が多数出
る可能性があることから、当面見送ることとする。
・地域機関での導入環境…地域機関での契約の
権限は契約担当者（各所属長）にある。このため、
所属長が、オープンカウンタの対象となる調達件
数、所属における事務の増減等を調査・検討し、
当該機関への納入業者に対する意見聴取等の
必要な調整を行った上で、制度の導入環境を整
備できると判断する場合は、実施要領等を定める
ことで、導入が可能となる。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期

他県等調査
計画

結果

オープンカウンタ試行の
検証

計画

結果

電子入札導入検討
計画

結果

地域機関が導入するうえ
で整備すべき環境の検討

計画

結果

４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

オープンカウンタの試行の
継続

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 ２四半期 ３四半期

－ 50%（検討開始） 50%（検討継続） 100%（検討終了）

参考
指標

印刷物１件あたりの参加者数 実績 8者 6.5者 6.2者 5.0者 5.2者

実績 － － 100%（検証開始） 100%（検証継続） 100%（検証継続）

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1

ウ
地域機関がオープンカウンタを導入
できる環境について検討（具体的工
程に掲げた各作業による作業実施

目標 100%（検証継続） 100%（検討継続）

実績 － － 100%（検証継続） 100%（検討終了）

R2

取
組
目
標

オープンカウンタの試行の継続（具体
的工程に掲げた各作業による作業実
施率）

目標 100%（試行継続） 100%（試行継続） 100%（試行継続）

実績 （試行継続） （試行継続） 100%（試行継続） 100%（試行継続） 100%（試行継続）

イ
オープンカウンタについて電子入札導
入検討（具体的工程に掲げた各作業
による作業実施率）

目標 100%（検討開始） 100%（検討継続） 100%（検討継続）

実績 －

オープンカウンタの検証の実施（具体
的工程に掲げた各作業による作業実
施率）

目標 100%（検証開始） 100%（検証継続） 100%（検証継続）

具体的な取組 ⑤オープンカウンタの定着化 取組所属 ◎会計管理課、業務プロセス改革課、地域機関各所属 関係所属 -

【改革内容】

　オープンカウンタ（※）の試行により、県内中小企業者への
発注機会と参入業者の増大、契約価格の適正化を図ってい
る。 公正な取引秩序や成果品の質の確保等のため、平成
28年度に運用を見直し、制度を改正した（平成29年４月施
行）。

※オープンカウンタ
　県が見積合せの相手方を特定せず、案件を公開し、県内
中小企業で一定の資格を有する参加希望者が見積合せに
参加できる契約方式
（県庁における予定価格10～160万円の物品、印刷物につ
いて実施）

　オープンカウンタ試行開始後２年が経過し、県内市場の動向や現状に合わせて、
制度の更なる充実、効率的な実施、制度の拡大等の検討が今後の課題である。

ア　現行のオープンカウンタの試行を継続し、さらなる検証を行う。
イ　オープンカウンタについて電子入札の導入を検討する。
ウ　地域機関がオープンカウンタを導入できる環境について検討する。
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【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

（実施なし）

（実施なし） （実施なし）

（実施なし）

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

全てのプロセスにおける「総合コスト構造改
善」のライフサイクルコスト（長寿命化等）、社
会的コスト（事業便益の早期発現、環境負荷
の軽減等）の改善効果について更に進めるこ
ととする。

　現在、コスト縮減率のほとんどを占めている
のは、ライフサイクルコスト（長寿命化等）の改
善となっているため、それ以外の分野でもコ
スト縮減を行っていく必要がある。
　取り組み先進事例集については、先進事例
の件数が少なく周知を図るには、更なる事例
収集が必要。

　現在、コスト縮減率のほとんどを占めている
のは、ライフサイクルコスト（長寿命化等）の改
善となっているため、それ以外の分野でもコ
スト縮減を行っていく必要がある。
　維持管理分野でのコスト縮減の取組が始
まってきているが、削減効果が長寿命化によ
る縮減額には及ばない状況。
　コスト縮減の取組は継続的に行う必要があ
る。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　ライフサイクルコストや社会的コストの縮減に
ついて、さらに進めるため、現在取り組んでい
る計画などについて、更に連携した取組が可
能か検討して、コスト縮減を進める。

　厳しい財政状況の中でも、道路や河川等の
適正な維持管理が行えるよう、主に「日常的
な点検・維持管理」を対象に「新しい取組」や
「実施方法の見直し」等を行いコスト縮減を進
める。
　また､次年度､各地域機関で実施しているコ
スト縮減の事例を調査・抽出し､先進事例集
を作成する。
（平成30年度評価における委員会意見を踏まえ追記・
修正）

　厳しい財政状況の中でも、道路や河川等の
適正な維持管理が行えるよう、主に「日常的
な点検・維持管理」を対象に「新しい取組」や
「実施方法の見直し」等を行いコスト縮減を継
続的に進めていく。
　また､引き続き、各地域機関で実施している
コスト縮減の事例を調査・抽出し､事例集を作
成するなどの取組を進める。

H30 Ｃ R1 Ｃ R2

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　総合的なコスト縮減を目標にしたなかで、直
接的コスト縮減については、これまで長く取り
組んできた実績があり、さらなる縮減は難しい
面がある。

 目標達成の要因は、ライフサイクルコストの
改善の効果が大きい。　直接的コスト縮減に
ついては、これまで長く取り組んできた実績が
あり、さらなる縮減は難しい面がある。

　年度初めに事業課にコスト縮減の取組方針
を提出させ、検討等を行った。
三者技術協議会は台風第19号や新型コロナ
の影響で開催することができなかった。

３四半期 ４四半期

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ

取り組み先進事例集の作
成・更新

計画

結果

前年度までの先進事例の
周知

計画

結果

前年度の集計・公表
計画

結果

検証
計画

結果

発注者・設計者・施工者
の３者による意見交換

計画

結果

1回

イ

ア

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

総合的コスト縮減の取り
組み

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 １四半期 ２四半期

参考
指標

直接的コスト（①工事コスト＋②ライフ
サイクルコスト）縮減率（※1）

実績 15.7% 13.2% 12.8% 12.5% 11.3%

設計ＶＥの実施件数（価値向上） 実績 4回 2回 2回 3回 2回

三者技術協議会開催 実績 2回 2回 2回

100％（実施）

実績 （実施） （実施） 100％（実施） － －

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1

0回

R2

取
組
目
標

総合的コスト（①工事コスト＋②ライフ
サイクルコスト＋③社会的コスト）縮減
率（※1）

目標 10% 10% 10%

実績 15.8% 13.2% 12.8% 12.5% 11.3%

コスト構造改善の取組事例を蓄積し、
先進事例を更新し周知の実施（具体
的工程に掲げた各作業による作業実
施率）

目標 100％（実施） 100％（実施）

具体的な取組 ⑥公共事業の経費節減 取組所属 ◎建設企画課、県土整備部各所属 関係所属 －

【改革内容】

　公共事業は投資規模が大きく完成までに長期間を要する
ことから、計画から実施の各段階で、創意工夫を行い事業の
改善に取り組むことが重要である。

　行き過ぎたコスト縮減は品質の低下を招くおそれもあり、今までのコスト縮減のみを
重視した取り組みから、コストと品質の両面を重視する取り組みへの転換を図ること
が必要である。

ア　全てのプロセスにおける「総合コスト構造改善」の取組状況を評価するために、①
工事コスト（計画・設計・施工の各段階）、②ライフサイクルコスト（長寿命化等）、③
社会的コスト（事業便益の早期発現、環境負荷の軽減等）のそれぞれの改善効果を
算出し「コスト縮減率」として評価する。
イ　発注者・設計者・施工者の３者で、新技術やコスト縮減に関する提案などについ
て意見交換し、先進事例集を作成・更新し周知する。
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【全体を通じた成果評価】

＜総合評価に対する行政改革評価・推進委員会の意見＞

【全般】
とてもアクションが具体的でいい。

【具体的な取組⑤】
・参加事業者は増加しているのか。印刷物では増加傾向は無い。効果があるのか不明。
・物品の調達などについてはオープンカウンタ方式の推進は良いと思う。

＜評価の理由＞
①　共通する業務の効率化
等のヒントをまとめた「業務改
善のヒント」を活用しながら、
行政改革実施委員会の重点
的な取組項目を設定するな
ど、全庁的に業務効率化を
推進した。
②　地域機関公用車の効率
化について、方策を検討の
上、廃車や移管等の整理を
実施した。
③　夏期・冬期の重点節電対
策及び省エネ改修やESCO事
業導入により、使用エネル
ギー量を削減した。
④　複数部局まとめて電力入
札を実施するなどして、電気
料金を大幅に削減した。
⑤　オープンカウンタの試行・
検証を実施し、令和２年度か
ら本施行に移行した。
　電子執行については参加事
業者が限られることから導入
を見送り、地域機関のオープ
ンカウンタについては導入でき
る環境について検討した。
⑥　取組目標である「総合的
コスト縮減率10％」は毎年度
（H29.～R1）達成することが
でき、一定の成果は得られ
た。
　また、設計VEについても毎
年度（H29～R1）実施し、コス
ト縮減に努めることができた。
　しかし、新たな先進事例を
更新することができなかった。
　三者技術協議会はR1年度
は台風第19号や新型コロナ
感染症の影響で開催をする
ことができなかったが、H29、
H30年度は開催することがで
きた。

＜課題＞
①　これまで実施してきた業
務改善に加え、デジタル技術
の活用や働き方改革等の新
たな視点に対応した業務改
善を推進する必要がある。
②　老朽化し稼働率が低く有
効活用されていない公用車
について、廃車や必要台数の
見直しを進める必要がある。
③　新しい生活様式への対
応や気温の上昇、執務環境
の改善に伴うエネルギー使用
量の上昇を抑える必要があ
る。
④　　これまで電力入札が実
施できなかった施設をまとめ
て入札を実施し、電気料金の
削減につなげることができた
ため、今後も同様の手法によ
り入札の検討を行う必要があ
る。
⑤　オープンカウンタに電子で
参加するためには、ＩＣカード
の購入や環境整備などの業
者負担を伴い、対応できない
中小業者は参加不可となる。
　また、地域機関での導入
は、各地域の実情を踏まえて
課題を検討する必要がある。
⑥　現在、コスト縮減率のほと
んどを占めているのは、ライフ
サイクルコスト（長寿命化等）
の改善となっているため、そ
れ以外の分野でもコスト縮減
を行っていく必要がある。
　コスト縮減の取組は継続的
に行う必要がある。
　先進事例については、デジ
タルトランスフォーメーションの
考えも踏まえて、業務の効率
化を図る方向で検討していき
たい。

R2

＜評価の理由＞
①　テレワークの推進に向け、必要な
業務改善を全庁的に展開するととも
に、業務改善に向けた効果検証等を
進めている。
③　省エネ法に基づく事業者クラス分
け評価制度におけるＳランク（優良事
業者）を５部局中１部局のみ維持し
た。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・これだけの取組みができていれば、紙の購
入量や金額もかなり減っているのではない
か。県の事例発信の効果的な指標の一つに
なるのではと期待する。
・事務に関してはIT活用により効率化を図っ
てほしい。一般企業では40代以上の従業員
のリテラシーが低いことがIT推進におけるボト
ルネックになっている傾向にあるためハードへ
の投資よりもリテラシーが低い職員の方向け
の教育強化が必要と感じる。

【具体的な取組③】
削減はとても良いことだが、執務環境の管理
も重要。

総合

Ｂ Ｂ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・「業務改善のヒント」等の周知を行っている
が、さらなる推進を図るためには、「職員から
の提案拡大」や「役職者の積極関与（議論を
重ねることによる意識改革）」が重要と考え
る。
・改善に向けた対策があれば各部署に実行
責任者を置き優先順位によるテーマ設定し
定期的なチェックにより成果確認を行い、問
題点があれば随時改定する等、「業務改善
のヒント」を有効活用すべきである。但し行政
サービスの質を落とさずに実行する事が重
要。身近な業務改善策として、配布物や公
共工事等のコスト、費用を具体的に算出し現
物表示し見える化することでコスト意識高揚、
削減に役立つと考える。
・当初の計画であった庁内統一ルールを策
定しなかった理由が記述されていないので、
記載すべき。

【具体的な取組③】
・実績データを入力すれば即時に全体のエネ
ルギー使用量がアウトプット（集計）されるよう
に改善をお願いしたい。毎年同じ状況となっ
ている。
・実績値が目標値をオーバーしており、取組
目標のエネルギー使用量削減になっておら
ず、達成度評価Ａは適当でない。

【具体的な取組④】
・全部局がまとめて電力入札することでトータ
ルで安くしてほしい。

【具体的な取組⑤】
・電子入札における有償設備の無償化（貸
与）を検討してほしい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・「行政改革実施委員会」を通じ「業務改善
のヒント」の周知を継続するという姿勢を、より
積極的に改善のヒントを活用し業務の効率化
を推進してはどうか。また、工数削減や削減
された費用等を改善成果に取り入れ定量的
に示すことも重要ではないか。
・業務効率化は行政の無駄を廃止し業務の
合理化、効率化を図り成果が期待される分
野であり、取組が行われている様であるが何
が問題で課題、対応策でどの様な改革、効
率化が行われたのか。本来、業務効率化
は、問題、課題の抽出、対応策、目標設定と
達成度により遂行度合が評価されるのが筋と
思われる。
・その都度の継続改善を期待する。
・もう少し方策があると改善につながる。

【具体的な取組②】
・公用車についても、目標が検討の実施では
成果が不明で個別評価最上級Ａは理解でき
ない。目標の設定がミスマッチ。
・リースなどの方法も検討してみてはどうか。
・取組目標に経費面での削減目標を立てると
取組が進むのではないか。

【具体的な取組④】
・電力の長期継続契約をどんどん導入してコ
スト削減を期待する。
・長期継続契約の導入を積極的に進めてい
ただきたい。

【具体的な取組⑤】
・オープンカウンタについて電子入札の導入
を早急にお願いする。
・オープンカウンタの導入をより積極的に進め
て欲しい。

【具体的な取組⑥】
・取り組み先進事例集の作成・更新が「未実
施」であった。その理由として、先進事例集が
少ないことが挙げられているが、「課題を踏ま
えての対応」では明瞭な記述が見られない。
・「取り組み先進事例集の作成更新」の具体
的工程においては先進事例の件数が少なく
周知できなかったとのことであるが、今後は三
者技術協議会などを活用して先進的設計VE
を図っていただきたい。
・コスト縮減への取り組みへの実施結果がダ
ウンしているが、マンネリ化せずに実践的に、
積極的に取り組んでいただきたい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・引き続きLANなどで周知活用をはかる。
・いずれも進捗状況は思わしくないようである
が、①については、庁内統一ルールもしくはこ
れに代る「業務改善のヒント」の改定がどう
なっているのかが見えない。庁内で周知でき
ているのか。そのうえで実施方法を再検討す
べきではないか。
・業務改善実績は評価Bであるが前年度から
横ばいで実績的には進展なしの状況で評価
Ｂは甘いが、昨今のコロナ禍によるデジタル化
推進により会議システム等での大幅な出張
等業務の大幅な削減改善を期待する。

【具体的な取組②】
・稼働率が低く廃車を検討した車両は全て廃
車済みで成果あり。
・②については、ランクダウンしたが、公用車
の台数が増加したようであるが、このことが原
因か。
・「取組事項（効率化）」と「具体的な取組」で
深堀がされてない項目があり成果に結びつい
てない。
・効率化検討実施も具体的な台数減の成果
はなく評価Bは厳しい。

【具体的な取組③】
・Ｈ３０エネルギー使用量は49,274キロリット
ル、Ｒ１は集計中。Ｒ１は暑い夏であった。

【具体的な取組④】
・電力入札すると▲３．７億円効果であり、全
部まとめて入札してほしい。
・効率化の評価Ａは目標値に達成しておらず
評価Ｂが妥当と思われる。

【具体的な取組⑤】
・電子入札における事業者の負担の無償化
（貸与）を検討してほしい。
・平成２７年度から試行継続となっており、平
成２９年には制度を改正したとあるが、この５
年間ずっと試行を続けるのは長すぎるのでは
ないか。
・オープンカウンタの考え自体は重要であり、
価格10万～160万円の物品、印刷物に限る
条件の拡大を推進してほしい。
・オープンカウンタ項目は取組目標が毎年継
続、検証、検討等とあり具体的な数値目標が
ほしい。現場は動いているが実績が上がらず
評価Bは疑問である。

【具体的な取組⑥】
・コスト構造改善の取り組みと先進事例の更
新が２年連続実施されなかった。諦めること
なくアイデアを出していただきたい。
・公共工事経費削減は評価Ｃと厳しいが県民
の安全安心に直結する問題でありコスト削
減、効率優先でなくても良い。真に必要な経
費は削減するべきでない。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　全庁的に共通する業務の効率化
等のヒントをまとめた「業務改善のヒン
ト」を随時周知を行った。
②　地域機関公用車の効率化に向
け、方策の検討に時間を要している。
③　省エネ法に基づく事業者クラス分
け評価制度におけるＳランク（優良事
業者）を維持した。
④　複数部局まとめての電力入札を
実施するなどして、電気料金を大幅
に削減した。
⑤　ほぼ具体的工程に沿ってオープ
ンカウンタの試行の継続及び検証を
実施した。また電子入札導入の検討
を開始した。
⑥　設計VE、三者技術協議会を2回
開催し、取組目標を達成することがで
きた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　全庁的に共通する業務の効率化
について、各所属で工夫をしながら実
践ができている。
②　地域機関公用車の効率化につい
ては、検討した方策を実施し、一定の
成果が得られた。
③　省エネ法に基づく事業者クラス分
け評価制度におけるＳランク（優良事
業者）を５部局中４部局で維持した。
④　複数部局まとめての電力入札を
実施するなどして、電気料金を大幅
に削減した。
⑤　昨年度に引き続き、制度改正後
の試行の継続・検証を実施した。
⑥　設計VEを３回、三者技術協議会
を１回開催することができた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　会議の開催方法や資料作成の
簡略化など、各所属が工夫をしなが
ら業務効率化を進めている。
②　老朽化が進み、稼働率が低く有
効活用されていない車両の整理が進
んだ。
③　省エネ法に基づく事業者クラス分
け評価制度におけるＳランク（優良事
業者）を５部局中１部局のみ維持し
た。
④　複数部局まとめての電力入札を
実施するなどして、電気料金を大幅
に削減した。
⑤　昨年度に引き続き、制度改正後
の試行の継続・検証を実施した。
また、電子執行については導入見送
り、地域機関については、契約担当
者（各所属長）の判断により導入可能
となる。
⑥設計VEを2回実施したが、三者技
術協議会は台風第19号や新型コロ
ナ感染症の影響で開催することがで
きなかった。

H29 H30 R1
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

（実施なし） （実施なし）

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

（実施なし）

－

目標

実績

取組
目標

電子決裁率（文書の電子化率）
目標

　文書の電子化は、これまで事務の効率化の観点から取り
組みを行ってきたが、効率化の場面は、遠隔地間の回議、
電子文書センター等を利用した一斉配信、完結文書や簿冊
の検索など限定的であり、文書の電子化が進んでいない。

指標項目 年度

具体的な取組

参考
指標

電子決裁に係る周知・啓発の回数 実績

総務事務システムを利用
した、電子決裁の必要性
の周知・啓発

計画

結果

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期
作業内容 年度

H29 H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

各所属における積極的な
電子決裁利用

計画

結果

電子決裁強化月間の実
施

計画

結果

強化月間の取りまとめ・結
果公表

計画

結果

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　引き続き「3分de電子決裁」の発行や「電子
決裁強化月間」を実施する。また、新採職員
研修や文書整理説明会等で啓発を図る。

　引き続き「電子決裁強化月間」を実施する
とともに、周知や啓発する内容として、新たに
「電子決裁に向いている文書例」を提示する
など、電子決裁の推進に向けた取組みを行
う。

　ペーパーレスによる経費やスペースの削
減、テレワークにも有用な機能であるため、引
き続き「電子決裁強化月間」を実施するとと
もに、電子化の阻害要件ごとの対応方法を
検討する。

Ａ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　総務事務システムの操作方法を紹介した
「3分de電子決裁」を定期的に発行し、あわ
せて10月に全所属で「電子決裁強化月間」
に取り組んだ。

　電子決裁利用の向上のため、全庁で年1
回取り組んでいた「電子決裁強化月間」を2
回実施し、電子決裁率の向上を図った。

　電子決裁利用の向上のため、前年度に引
き続き、「電子決裁強化月間」を年2回実施
し、電子決裁率の向上を図った。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　電子決裁のメリットや、総務事務システムの
操作方法を周知し続けることが必要。

　総務事務システムの具体的な操作方法の
例示を行ったが、その理解が十分でないた
め、今後その周知をさらに図ることが必要。

　目標は達成したが、より高い数値を目指し、
阻害要因である電子化が困難な紙での収受
文書の取扱い等について、見直す必要があ
る。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ H30 Ａ R1

具体的な取組 ②情報システムの最適化

職員向け解説書にて原則電子決裁と定め
た。保存年限に関係無く電子決裁可能とす
べくシステム改修を行った。庁議等で各所属
毎の電子決裁率を公開し、取り組みを促し
た。詳細な操作解説を作成した。紙文書の
PDF化の取扱いを定め、紙文書を収受した場
合でも電子決裁可能とした。

上記取り組みを行っているが、いまだ電子化
可能な文書を書面決裁しているのが散見さ
れる。

書面決裁文書のうち、可能なものは全て電
子化するよう周知・徹底していく。

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ａ

３四半期 ４四半期２四半期

2回 －

H29 H30

8.3% 9.7%

H27 H28

7.9% 8.7% 44.6%

R1 R2

8.0% 9.0% 10.0% 30.0%

　これまでの事務の効率化の観点に加え、以下の点にも対応するため、各職員にお
いて文書の電子化の重要性を認識してもらう必要がある。
・大規模災害等での業務継続
・働き方改革の一環であるテレワーク
・文書保管スペースの確保

取組事項

関係所属

(2)情報システムの活用による効率化

【改革内容】

　災害に強く、柔軟な働き方にも対応できるよう、各職員に対し啓発活動を行い、文
書の電子化を進める。

改革5 事務改善と適正な事務の推進改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①文書の電子化の促進 取組所属 ◎総務事務管理課、業務プロセス改革課、全所属

7回 3回 5回 　8回

12.1%

2システム 5システム 5システム 2システム

イ

取組所属 ◎業務プロセス改革課 関係所属 情報システム所管所属

【改革内容】

　本県では、情報システムの単位で経費削減等に取り組ん
できたが、県全体で見ると、情報システムの導入や運用に係
る経費削減、災害対応力の強化、業務の一層の効率化の
面で、更なる改善の余地がある。
　これらの課題を改善するため、平成25年度に群馬県情報
システム最適化計画を策定し、同計画に基づき「機器構成
の最適化」を重点的に進めるため、平成27年度に情報シス
テム機器構成最適化方針を策定した上で、情報システムの
サーバを統合する共通仮想化基盤及び各所属が個別に運
営するホームページを統合するホームページ統合基盤を構
築した。

　情報システム機器構成最適化方針の対象とした情報システム及びホームページ
の共通仮想化基盤及びホームページ統合基盤への統合を計画的に進めることによ
り、情報システムの導入や運用に係る経費削減、災害対応力の強化、業務の一層
の効率化を進める必要がある。

ア　平成31年度までに12の情報システムのサーバを共通仮想化基盤に統合する。
（５年間で約1,100万円の経費やサーバの導入に係る事務を節減できる見込み。）
イ　平成31年度までに26のホームページをホームページ統合基盤に統合する。（年
間約115万円の経費や、サーバレンタル等に係る事務を削減できる見込み。）

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

(構築)25HP 2HP － 3HP

取組
目標

ア
共通仮想化基盤に移行するシステム
数（各年度）

目標 4システム 5システム 2システム

実績 （構築）

ホームページ統合基盤に移行する
ホームページ（HP）数（各年度）

目標 1HP 1HP －

実績

参考
指標

なし 実績

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

ア
共通仮想化基盤への対
象システムの移行

計画

結果

イ
ホームページ統合基盤へ
の対象ホームページの移
行

計画

結果
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【全体を通じた成果評価】

＜総合評価に対する行政改革評価・推進委員会の意見＞

H29 H30 R1

Ａ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・電子決裁率（文書の電子化）の目標８％は
低すぎる。電子決裁以外では、決裁できない
仕組みにする等工夫をし、2019年度までに
50％以上を達成していただきたい。
・電子決裁率が8.3％なのに、評価Ａは甘い
のではないか。

【具体的な取組②】
・セキュリティーに関しては最大限の注意をお
願いする。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・３年計画で毎年１％づつ電子決裁率を向上
し10％に上げるという目標自体がスピード感
がなく「災害に強く働き方改革にも対応できる
よう電子化を進める」という改革内容に合致し
ていないのではないか。目標が低すぎる。全
庁ベースの決裁システムならトップダウンで一
気に進めるべきではないか。
・ＩＣＴ化による業務効率化は人手不足等へ
の対応策として重要課題であるが、本県の電
子決裁率が他自治体と比較し進んでいるの
かどうなのかが分からず判断しずらい。
・電子決裁率が着実に増えており、徐々に成
果が上がっている。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・目標値を上回っていることを評価する。しか
しながら、10％という目標はかなり低いと考え
る。低い目標にせざるを得ないネック事項に
つき教えてほしい。
・今回のコロナ感染症問題でテレワークやテレ
ビ会議の運用の必要性が顕在化したが、昨
年評価させていただいた現状のＩＴ環境、特に
ハード構成上の問題で円滑にテレワークを実
現するにはハードシステムの更新とともに業
務上の文書の電子化、業務フローの電子化
が必須と認識している。知事の方針として今
後デジタル化が強力に推進される状況下、
全体像を見据えて改革を推進していただきた
いと思う。
・電子化は喫緊の課題であるが進捗が遅い、
原因は目標値が低いのか周知機会か全体
の認識が低いのかは不明も、Ｒ２の電子決裁
率目標値が前年よりかなり高い数値である事
は期待が持てる。

【具体的な取組②】
・情報システムのサーバを統合する。共通仮
想化基盤と、各所属が個別運営するホーム
ページを統合し結果として安定した運営がで
きると思われる。Ａ評価で妥当。

Ａ

＜評価の理由＞
①　概ね具体的工程に沿って電子決
裁の周知・啓発を図ることができた。
②　工程表に従って共通仮想化基盤
への対象システムの移行を行ったほ
か、両基盤に必要なセキュリティ対策
を講じた。

Ａ

＜評価の理由＞
① 　「電子決裁強化月間」を2回実
施するなど、前年度以上に、全庁で
電子決裁に取り組むことができた。
②　工程表に従って共通仮想化基盤
への対象システムの移行を行ったほ
か、必要なセキュリティ対策を講じ
た。

Ａ

＜評価の理由＞
①　「３分de電子決裁」の発行回数を
前年度の３回から５回に増やすなど、
取組を強化した結果、従前の伸び率
よりも高い率で目標を達成できた。
②　工程表に従って共通仮想化基盤
への対象システムの移行を行ったほ
か、必要なセキュリティ対策を講じ
た。

Ａ

＜評価の理由＞
①全庁に対して働きかけを強
化しながら、紙文書のＰＤＦ化
の取り扱いを定める等、電子
決裁を行う環境を整えたこと
により、職員間に取り組みが
浸透した。
②　情報システム最適化につ
いては、移行計画に基づき、
情報システムの共通仮想化
基盤への移行及びホーム
ページの統合基盤への移行
を予定どおり完了することがで
きた。

＜課題＞
①　いまだに電子化可能な文
書を書面決裁しているものが
散見されるため、内容に応じ
た働きかけが必要となってい
る。
②　情報システム最適化につ
いては、SaaSやIaaS等のクラ
ウドサービスが多く出てきてい
るので、そのような技術・市場
動向を踏まえながら今後も情
報システム最適化を検討す
ることが課題である。

R2

＜評価の理由＞
①システムの操作解説を充実させ、
毎月電子決裁率を公開して取り組み
を促したことにより、目標を上回る実
績となった。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
素晴らしい。引き続き継続を期待したい。

総合

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ

【具体的な取組②】
・ネットワーク障害時などの対応は検討しているのか。
・個々人が個別でPCを活用できる環境が望ましい。テレビのような大きな端末を使用しているのを資料で見かけたが、リテラシーを低い人をフォローするために便利なのはわかるが、特殊な機器はハード面でのコストが大きくか
かる。ハードはなるべくコストが掛からない汎用品を使い、PCやタブレット、スマホなどの活用方法を学ぶための教育にまわしたほうが業務効率化を図る上では投資効果が高いと感じる。
・まさにこの評価シートがエクセルで行われている現状で、評価レベルAという点は少々懐疑的に感じる。
・素晴らしい。引き続き継続を期待したい。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　目標の達成に向け、対象のシステムやホー
ムページの円滑な移行を支援する必要があ
る。

　目標の達成に向け、対象システムの円滑な
移行を支援する必要がある。

　基盤を統合した各システムの安定運用を
図るため、システム所管課と連携する必要が
ある。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　システムやホームページの所管課や運用
事業者と連絡を密に取り、移行要件やスケ
ジュールのすり合わせを十分に行う。

　システム所管課や運用事業者と連絡を密
に取り、移行要件やスケジュールのすり合わ
せを十分に行う。
　また、ホームページ統合基盤に適したHPの
掘り起こしを引き続き行う。

　共通仮想化基盤及びホームページ統合基
盤に移行した各システム・ホームページの安
定運用を図るため、システム・ホームページ
所管課や運用業者との情報共有や協力関
係の維持等を継続して行う。

H30 Ａ R1 Ａ R2

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　共通仮想化基盤に適した「銃砲刀剣類検
索ｼｽﾃﾑ」を新たに掘り起こし、当初予定を
上回る５ｼｽﾃﾑを移行した。ホームページ統
合基盤への移行を予定していた県民健康科
学大学は平成30年度に公立大学法人に移
行するため対象から除外。

　移行計画に基づき、共通仮想化基盤に５シ
ステムを移行した。また、ホームページ統合
基盤に適した２HPを新たに掘り起こし、当初
予定を上回る３ＨＰを移行した。

　移行計画に基づき、システム所管課と連携
しながら、共通仮想化基盤に2システムを移
行した。
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

ア

ウ

【具体的工程】

（未実施）

（未実施）

100%（実施）

28件
（生活文化ｽﾎﾟｰﾂ部が所管す
る公の施設の管理運営及び

指定管理者制度の事務
の執行）

30件
（債権管理（税債権を除く）の

事務の執行について）

5件
（ファシリティマネジメントの実

施状況について）

6件
（高齢者施策の実施状況につ

いて）

－ －

－

－

－ － － 100%（実施） －

目標2 「仕事の仕方」の改革

①時代や環境の変化に合わせた事務の
適正確保に向けた取組の推進

取組所属 ◎業務プロセス改革課、(総)総務課、全所属

100%（実施）

　事務処理ミス防止のため、各所属において常日頃から既存事務の手続きを点検
し、ミスの発生リスクを洗い出し、対策を講じ続けることが必要である。
　また、各所属での事務内容が現在の外部環境に合った適正なものになっているか
についても、常に確認しながら事務を進めることも必要である。

取組事項

関係所属

(3)時代や環境の変化に合わせた適正な事務の推進

【改革内容】

ア　各所属において、事務処理ミス防止に向けた取組を実施する。
イ　各所属において、現在の外部環境に合わせた事務内容の適正化の取組を実施
する。
ウ　行政改革実施委員会（庁内委員会）等において、全庁的な事務処理ミス防止・
事務内容適正化に資する方策を検討し庁内周知を実施する。

改革5 事務改善と適正な事務の推進改革

R1 R2

100%（実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

H29 H30

－

100%（実施）

0%（未実施）

－

－

－

100%（実施）

100%（実施）

－

100%（実施）

100%（実施）

H27 H28

－

－ －

　各所属において、事務処理マニュアルの作
成やチェック体制を強化するなど事務処理ミ
ス防止に向けた取組を実施した。
　令和２年４月から内部統制制度を全所属
（知事部局）に導入し、本格運用を開始した。
　内部統制制度を円滑に運用するため、制
度の趣旨、導入に至った経緯、仕組及び効
果等について、導入所属（主に管理職を対
象）に対して説明を行った。

　実務担当者等の一般職員への周知をさら
に進める必要がある。

　新任次長・係長のほか、実務担当者等の
一般職員を対象とした説明会を開催する。

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ａ

３四半期

－ －

－－ 100%（実施）

100%（実施）

100%（実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

100%（実施） 100%（実施）

100%（実施） 100%（実施）

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　内部統制に関する体制整備等に向け、庁
内関係所属による検討会を実施する。内部
統制は、「事務の適正な執行確保」を目的に
していることから、取組目標に掲げている「全
庁的な事務処理ミス防止・事務内容適正化
に資する方策検討」を「内部統制に関する体
制整備等の検討」に改め、取組を進める。

　引き続き、関係所属による内部統制に関す
る検討を行い、令和2年４月までに本県の方
針を公表できるよう準備を進める。

　内部統制の本格運用を円滑に進めるた
め、内部統制制度の趣旨、導入に至った経
緯、仕組及び効果等について、導入所属に
対して説明を行う。

Ａ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　各所属において、事務処理マニュアルの作
成やチェック体制を強化するなど事務処理ミ
ス防止に向けた取組を実施した。
　また、出納員が指定されている全ての所属
ごとに会計事務自己点検を実施した。適正に
会計事務が処理されているかをチェックする
ことにより、事務処理方法の再確認ができ
た。

　行政改革に係る重点的な取組として、「事
務改善と適正な事務の推進」を掲げ、各所
属において、事務処理マニュアルの作成や
チェック体制を強化するなど事務処理ミス防
止に向けた取組を実施した。
　令和2年４月に施行される内部統制につい
て、方針等の策定に向け、庁内関係所属に
よる検討を開始した。

　行政改革に係る重点的な取組として、「事
務改善と適正な事務の推進」を掲げ、各所
属において、事務処理マニュアルの作成や
チェック体制を強化するなど事務処理ミス防
止に向けた取組を実施した。
　庁内関係所属において検討を重ね、内部
統制担当弁護士の助言を受けながら、令和
２年３月31日に「群馬県内部統制基本方針」
を策定した。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　平成29年の地方自治法の一部改正によ
り、事務の適正な執行を確保する体制を整
備するために内部統制に関する体制整備等
が義務づけられたことから、平成３２年度の施
行に向けた検討を進める。

　内部統制の制度を庁内に周知する必要が
ある。
　また、令和2年４月の施行前に試行運用を
実施するなど、本格運用に向けた準備が必
要である。

　令和２年１月の試行を踏まえ、令和２年４
月からの本格運用を円滑に進める必要があ
る。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ H30 Ａ R1

内部統制に関する方針
策定

計画

結果

内部統制に関する説明
会等の開催

計画

結果

計画

結果

内部統制に関する方針の
検討

計画

結果

イ
事務内容の適正化実施
（各所属）

計画

結果

全庁的な事務処理ミス防
止・事務内容適正化に資
する方策検討（行政改革
実施委員会等）

計画

結果

ウ

目標

－

－

－

－

　会計事務の手引きなどの各種マニュアルや、会計実地検
査報告や事務監査の留意改善事項の共有化など、各分野
において事務処理ミスの防止に向けた取り組みを行ってい
る。
　また、障害者差別解消法施行に伴い各所属での事務にお
いて障害者への配慮が求められるようになるなど、事務を進
めるに当たり新たな対応を求められることもある。

指標項目 年度

具体的な取組

実績
内部統制に関する方針の検討実施

目標

実績

全庁的な事務処理ミス防止・事務内
容適正化に資する方策実施（行政改
革実施委員会等）（具体的工程に掲
げた各作業による作業実施率）

目標

実績
イ

事務内容の適正化実施（各所属）
（具体的工程に掲げた各作業による
作業実施率）

目標

ウ

－

内部統制に関する方針策定
目標

実績

ア
事務処理ミス防止に向け
た取組実施（各所属）

計画

結果

作業内容 年度
H29

24件
（県立病院財務事務等）

97件
（県単独補助金に関する

事務の執行）

－ －

H30

エ 内部統制の周知
目標 － －

エ

庁内周知した全庁的な事務処理ミス
防止・事務内容適正化に資する方策
数

実績

参
考
指
標

包括外部監査での指摘事項件数

－

R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 ４四半期２四半期１四半期

全庁的な事務処理ミス防
止・事務内容適正化に資
する方策の庁内周知

－

100%（実施）

実績 － － － － － 100%（実施）

取
組
目
標

100%（実施）

実績
ア

事務処理ミス防止に向けた取組実施
（各所属）（具体的工程に掲げた各作
業による作業実施率）

目標

実績
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【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

【全体を通じた成果評価】

＜総合評価に対する行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組②】
・一群馬県民としてありがたく、誇らしく感じる。条例とは異なると思うが、県の管轄でありながら時代と合わないと感じる点である、県立高校での性別による排除なども時代に合わせた見直しを期待したい点である。
・条例の点検を行っただけでなく、見直し案の実装、導入まで完了したということか。それであればすばらしい。

総合

Ａ

＜評価の理由＞
①　各所属において、事務処
理マニュアルの作成やチェッ
ク体制を強化するなど事務処
理ミス防止に向けた取組を実
施した。
　庁内関係所属において検
討を重ね、内部統制担当弁
護士の助言を受けながら、円
滑に制度を導入することがで
きた。
②　各所管課に対して、条例
を見直す基準を示し、また必
要に応じて総務課と所管課に
おいてヒアリングを実施するこ
とで、時代や環境の変化に対
応できていない条例の有無を
確認し、取組目標を達成でき
た。

＜課題＞
②　当該取組を実施していな
い期間であっても、各所管課
において、常に条例の内容を
見直す意識をもってもらうよ
う、周知が必要。

R2

＜評価の理由＞
①　先行導入や内部統制担当弁護
士の助言を踏まえ、円滑に制度を導
入することができた。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・外部の視点を適切に取り入れ、生かしてい
る点が素晴らしい。
・これもマネジメントの課題。複数チェックを効
率的に実施できる体制整備が必要では。
・事務処理は手作業を極力排除し、同じデー
タを共有したほうがミスがなくなりやすい。ITの
活用による業務効率化を期待する。また、コ
ロナ禍での施策の中で、実際に誤解を招く表
現がHPに掲載されていたのを見かけたことが
ある。時間がなかったことは理解できるが、休
業補償が受けられなくなった事例もあるた
め、補助金等の条件面についてはフォーマッ
ト化して、誰が読んでも同一の認識が得られ
る表現になるようにしていただきたい。

Ａ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・各部署において業務分掌、業務の見える化
（フローチャート作成）、関連規程の変更必要
性の確認等を課長のやるべき業務とし、１回
/年チェックさせることや、庁内の第三者によ
るチェック（内部監査）を行うなどして組織の
内部統制が機能しているかをチェックする必
要があると思う。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・内部統制に向けた取組み策定強化で全庁
的に取組み始めたとの事であるがミスの防
止、コンプライアンス徹底は必須であり取組
みは評価できるがこれからであり評価Ａの根
拠は。
・内部統制の対象は、ミス防止の観点から事
務的なものも検討していただきたい。
・内部統制は、業務改革にも役立つので、広
い範囲の業務を対象にしていただきたい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・「内部統制基本方針」等諸規則を制定した
とのことであり、今後はこれらに基づく適正な
運用と実態に応じた諸則の見直しが期待さ
れる。
・内部統制の件は令和２年度より導入が義務
付けられた事もあり年度末に作成された事は
評価Ａに値する、庁内の周知徹底と適切な
管理運用開示を期待する。

【具体的な取組②】
・その他の諸条例に改正についても、抜かり
のないよう留意願いたい。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　各所属において、チェック体制の
強化等を図り、事務処理ミスの未然
防止等の効果があった。
②　時代や環境の変化に対応できて
いなかった条例を改廃し、取組目標
を達成できた。

Ａ

＜評価の理由＞
①　各所属において、事務処理ミス
防止に向けた取組を実施できた。内
部統制については、庁内関係課によ
る検討を開始することができた。
②　時代や環境の変化に対応できて
いない条例の有無を確認し、取組目
標を達成できた。

Ａ

＜評価の理由＞
①庁内関係所属において検討を重
ね、内部統制担当弁護士の助言を
受けながら、「群馬県内部統制基本
方針」を策定できた。
②債権法改正による条例・規則等へ
の影響を各所管課に周知し、点検・
見直しが実施され、取組目標が達成
できた。

H29 H30 R1

具体的な取組 ②条例の一斉点検・見直し

－ 100%（実施） － －

イ

取組所属 ◎(総)総務課、条例所管所属 関係所属 －

【改革内容】

　条例については、各所管所属において、施行管理し、その
状況に応じて必要な改正を行っている。

　条例については、必要性や有効性などを十分に検討した上で制定されるものであ
るが、施行管理に当たっての物差しが存在せず、施行状況等を踏まえた点検・見直
しが十分であるとはいいがたい状況にある。また、長期にわたって改正の行われてい
ない条例の中には、制定目的を果たしそもそも施行管理の必要のないもののほか、
法令改正や社会経済環境など時代や環境の変化に対応できていないものがあると
思われる。

　条例の施行管理に当たっての物差し（点検・見直し方針）を示し、長期（ア　10年
以上、イ　５年以上）にわたって改正の行われていない条例を対象として、点検・見
直しを行う。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

－

取
組
目
標

ア

過去10年以上にわたって改正されて
いない条例の点検・見直しの実施（具
体的工程に掲げた各作業による作業
実施率）

目標 100%（実施） 100%（実施） －

ウ
債権法改正に伴う条例・規則等の一
斉点検・見直しの実施（具体的工程
に掲げた各作業による作業実施率）

目標 － － 100%（実施）

実績 －

実績 － － 100%（実施）

過去５年以上にわたって改正されて
いない条例の点検・見直しの実施（具
体的工程に掲げた各作業による作業
実施率）

目標 － 100%（実施） －

実績 － － 100%（実施） －

４四半期

点検・見直し方針の策定
計画
結果

イ

ウ

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

見直しの実施

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期

点検の実施
計画
結果

見直しの実施
計画
結果

点検の実施
計画
結果

見直しの実施
計画
結果

実施結果の公表
計画
結果
計画

ア

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　改正漏れや廃止漏れへの対応だけでなく、
時代や環境の変化に対応できていない規制
の見直し等、より内容のある見直しにつなげる
ことが必要。

　過去５年以上改正をしていない条例の点
検・見直しが、当初の予定より前倒しで終了し
たため、次年度は、別の視点での点検を行
う。

一般法の改正は、条例・規則等所管課に情
報が伝わらないおそれがあり、改正漏れ等が
起こる可能性がある。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　規制の見直しにあたっては、関係所属と連
携し、より効果的な点検・見直しを行う。

　令和２年４月に民法のうちの債権法が改正
され、条例・規則等の規定に影響を及ぼす可
能性があることから、想定される影響を各条
例・規則等所管課に示し、対応もれのないよ
う点検を行う。

一般法の改正について情報を得た場合に
は、条例・規則等所管課に情報を伝達し、改
正等の対応を促す。

H30 Ａ R1 Ａ R2

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　策定した点検・見直し方針を各条例所管課
へ示し、点検を依頼。１２５本の条例を点検し
た結果に基づき、５条例を見直し、改廃した。

　策定した点検・見直し方針を各条例所管課へ示
し、６３本の条例点検を依頼。うち県独自の規制
を定めた条例９本については、他県の同様の条例
との比較や、条例の適用実績等を踏まえた個別
のヒアリングを実施し、独自の規制の必要性につ
いて、検討を行った。すぐに改廃を要する条例は
無かったが、ヒアリングにより、より効果的な点検を
することができた。
　H29の実施結果について、ホームページで公表
した。

債権法改正のポイントや、改正により条例・規
則等の改正を要すると想定される規定例を
各課に示し、見直しを依頼。７つの条例・規
則等が改正された。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ

点検・見直し方針の策定

実施結果の公表
計画
結果

点検・見直し方針の策定
計画
結果

点検の実施
計画
結果

結果

計画
結果

参考
指標

公布条例数 実績 86 52 90 55 70
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

ア

イ

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

「地域の未来ワークショッ
プ」の開催

計画

結果

「ＮＰＯ・企業・行政協働コ
ンペ」の開催

計画

結果

「ＮＰＯ法人運営の適正化
事業」の実施

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

参考
指標

ＮＰＯ法人数 870法人 871法人 840法人 825法人

ＮＰＯ・ボランティアサロンぐんまの相
談件数

実績 1,597件 1,259件 1,570件 1,337件 1,227件

実績 － － 99法人 － －

実績 844法人

「ＮＰＯ・企業・行政協働コンペ」の開
催（コンペ開催回数）

目標 1回 1回 1回

実績 － － 1回 1回 1回

取組
目標

「地域の未来ワークショップ」の開催
（ワークショップ開催回数）

目標 4回 4回 4回

イ
「ＮＰＯ法人運営の適正化事業」の実
施（事業対象法人数）

目標 200法人 － －

ア
実績 － － 3回 2回 2回

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

具体的な取組 ②地域が主役の市民活動の推進

目標

実績取組
目標

ア
地域プラットフォーム等の先進事例の
調査の実施（具体的工程に掲げた各
作業による作業実施率）

目標

　公共施設等の整備等について、PFI（※）をはじめとした、民
間資金やノウハウ等を積極的に活用するよう国が推進してい
る。
　本県においても、平成24年度にPFI事業等活用ガイドライン
を策定し、PFI等の推進に取り組んでいる。

※ＰＦＩ（Private Finance Initiative）
　公共施設の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営
能力及び技術的能力を活用することにより、同一水準の
サービスをより安く、又は、同一価格でより上質のサービスを
提供する手法

指標項目 年度

具体的な取組

実績
イ 地域プラットフォーム等の設置検討

目標

ＰＦＩ導入の検討を行った事例数（累計） 実績

参考
指標

ＰＦＩ導入済み事例数（累計） 実績

ア
地域プラットフォーム等の
先進事例調査

計画

結果

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期
作業内容 年度

H29 H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 ３四半期 ４四半期２四半期

イ
地域プラットフォーム等の
設置検討

計画

結果

　令和３年度に地域プラットフォームを設置す
る方針を決定した。
　また、地域プラットフォームの形成支援に係
る内閣府の支援措置に応募した（その後、令
和３年４月に支援対象として決定された）。

　地域プラットフォームの設置に向けて、具体
的な立ち上げ作業を行う必要がある。

　市町村や関係団体と連携し、令和３年度内
に地域プラットフォームを設置する。

　他県の地域プラットフォームや勉強会等の
設置状況などの状況把握を行った。また、政
策プレゼンにおいて、都市公園における施設
整備、公共不動産の活用について、民間活
力を活用できないか検討した。

　他県の地域プラットフォーム等の先進事
例、Park-PFI等の新制度について調査・把握
した。
　また、県立敷島公園において、Park-PFIに
よる飲食店事業者の公募を実施・決定した。

　関東ブロックプラットフォームの取組に参加
し、先進事例について調査・把握した。
　また、観音山ファミリーパークにおいて、
Park-PFIの公募を実施した。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　群馬県や県内市町村において、ＰＦＩ等の具
体的な案件が発生するようであれば、プラット
フォーム等の設置の検討を行う必要がある。

　群馬県や県内市町村において、ＰＦＩ等の具
体的な案件が発生するようであれば、プラット
フォーム等の設置の検討を行う必要がある。

　市町村から地域プラットフォームの設置に
ついて要望があり、検討を進める必要があ
る。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　引き続き他県の先進事例の調査を行う。 　引き続き他県の先進事例の調査を行う。 　市町村や関係団体に地域プラットフォーム
への参加意向等を調査し、プラットフォーム
形成の可能性・必要性について検討を進め
る。

Ｂ
要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ H30 Ｂ R1

取組所属 ◎県民活動支援・広聴課 関係所属 －

【改革内容】

　特定非営利活動促進法施行から18年が経過し、県内の
法人数は800以上にまで増加したが、経営のしっかりした法
人を除けば、財源も少なく、会員からの会費や寄附などに
頼っている状態にある。
　行政からの補助金により活動を行っている例もあるが、将
来的には、行政の補助金等も減少していく可能性が極めて
高く、今後、地域の課題は地域の方々が自ら解決していく姿
勢が必要であり、個々の法人だけで努力するのは、人員的に
も資金的にも限界がある。

・ＮＰＯ法人や企業、行政等、様々な事業主体相互の連携が不十分である。
・企業や行政とＮＰＯを結びつける仕組みがない。
・運営基盤（資金・実務力など）に不安がある。

ア　地域課題解決のためＮＰＯ法人と協働するのは市町村であるととらえ、ＮＰＯや企
業、市町村等の協働を推進する。
イ　ＮＰＯ法人が適切な事業運営を行っているか管理・監督を行うことで、ＮＰＯ法人
の信頼性を向上させ、企業等との協働促進を図る。

指標項目

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ｂ

H29 H30

100%（実施） 100%（実施）

－ －

H28

－ －

－－

取組事項

関係所属

(1)民間との連携による県民サービスの向上

－ 検討実施

R1 R2

100%（実施）

－

公共施設等所管所属

100%（実施）

　PFI事業等活用ガイドラインを策定するなどPFI等の推進に取り組んでいるが、対象
となる事業（事業費基準を満たす事業等）が少ないこと、PFI等に対する県職員のノ
ウハウ不足、PFI等を実施する地元企業が少ないなどの理由により、公共施設等の
整備等に当たって、民間活力の活用があまり進んでいない。

－ －

100%（実施） 100%（実施）

0事例 0事例

2事例 2事例

H27

【改革内容】

　PFI事業等のノウハウ習得や案件形成能力の向上を図るため、地域の企業、金融
機関、地方自治体等が集まる地域プラットフォーム等の先進事例の調査を実施す
る。

改革6 民間活力やノウハウの効果的な活用改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①民間活力やノウハウの積極的な活用
の推進

取組所属 ◎(総)総務課

検討実施

0事例 0事例 0事例 0事例

2事例 2事例 2事例 2事例
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【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

※1　県内建設業者の技術職員数・・・経営事項審査上の土木一式における技術職員数の合計

【具体的工程】

（実施なし） （実施なし）

H30 Ｂ R1 Ｂ R2

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　建設産業の担い手不足対策として、将来の
担い手となる建設系高校生への取り組みは、
学校や業界団体との綿密な調整により目標
どおり実施できた。

　建設産業の担い手不足対策として、将来の
担い手となる建設系高校生への取り組みは、
学校や業界団体との綿密な調整により目標
どおり実施できた。

　建設産業の担い手不足対策として、将来の
担い手となる建設系高校生への取り組みは、
学校や業界団体との綿密な調整により実施
したが、年度末に予定していたWGについては
新型コロナウイルスの影響で書面による調整
を行った。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　社会人向けの土木施工管理技士対策講
座については、受講希望者が受講しやすい
環境が整っていなかったと感じる。

　社会人向けの土木施工管理技士対策講
座については、受講希望者が少ないため講
座を中止した。

　社会人向けの土木施工管理技士対策講
座について、建設関係の協会を通じた広報
の強化や、聞き取りなどを踏まえ申し込み方
法を見直したが、受講希望者が少なく、中止
せざるを得なかった。
(令和元年度評価における委員会意見を踏まえ
追記・修正)

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　関係する団体と受講しやすい環境整備に
向けた、調整を実施する。

　社会人向け講座については、講座広報の
仕方などを工夫することで、今後、受講希望
者の増加を図りたい。

　社会人向けの講座について、開催場所の
見直しや講座日数を短縮するなど、働く人で
も受講しやすい環境を整えることで、受講希
望者の増加を図っていく。
(令和元年度評価における委員会意見を踏まえ
追記・修正)

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ

エ

エ

ウ

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

ア 産学官連携会議の開催
計画

結果

イ
インターンシッププログラ
ムの導入

計画

結果

学生（生徒）、保護者への
広報

計画

結果

建設系高校への2級土木
施工管理技士資格対策
講座の実施

計画

結果

1級土木施工管理技士
資格対策講座の実施

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

参考
指標

建設系高校の2級土木施工管理技
士合格者数

1級土木施工管理技士県内合格者数 153人

実績 7校 7校 7校 7校 6校

実績
会議:1回、WG:1

回
会議:1回、WG:3回 会議:1回、WG:1回 会議:1回、WG:1回 会議:1回、WG:1回

実績 81人 61人 120人 139人 114人

実績

10校

実績
高校:7校

大学（高専):2校
高校：7校

大学（高専）：2校
高校：7校

大学（高専）：1校
高校：7校

大学（高専）：2校
高校：7校

大学（高専）：1校

155人 119人 126人 142人

県内建設業者の技術職員数（※1） 実績 － － 19,670人 19,952人 20,097人

エ
建設系高校における土木施工管理
技士資格対策講座の実施校数及び
社会人対策講座の受講者数

目標 7校、50人 7校、50人 7校、10人

実績 6校、31人 6校、33人 7校、26人 ７校、0人 7校,0人

取
組
目
標

ア
産学官連携会議とワーキング（WG）
の開催

目標 会議:1回、WG:2回 会議:1回、WG:2回 会議:1回、WG:2回

ウ 建設系高校への説明会実施校数
目標 7校 7校 7校

イ
建設系高校、大学（高専）インターン
シッププログラムの導入校数

目標 10校 10校

【改革内容】

　建設業は、「群馬の未来を支える社会基盤づくり」を通じ
て、「経済・社会活動を支え、地域の安全・安心な暮らしを守
る」という重要な役割を担っている。
　しかしながら、建設投資の減少に伴い、許可業者数は平成
11年度(10,994社（3月末現在）)をピークに減少傾向にあ
り、技術者の高齢化、若手の不足、新規入職者の減少と
いった課題に直面している。そのため、担い手の確保・育成
が喫緊の課題となっている。

　建設業界の技術者の高齢化や若手技術者の減少は、災害時の緊急対応に支障
を来すだけでなく、社会資本整備・維持修繕における県民サービスの低下につなが
るため、建設産業への入職率の向上施策等を講じる必要がある。
　また、資格取得対象者の現状を把握し、未取得者の講座参加を増やす必要があ
る。

ア　産学官の関係者からなる連携会議により情報共有と効果的な対応策を検討・実
施していく。
イ　高校生及び大学生が現場の臨場感、達成感を享受できる効果的なインターン
シップを実施する。
ウ　県内建設系の7高校の生徒や保護者への建設業者等による現状や将来性につ
いての説明会を開催する。
エ　高校における2級土木施工管理技士（学科）の資格対策講座、若手技術者向け
の1級土木施工管理技士資格対策講座を実施する。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　NPO法人運営適正化事業は、平成30年度
の実施を見送る。
　協働コンペは、サロン運営業務と併せて委
託することとする。

　適正化事業は次年度も見送り、個別相談
で対応する。
　協働セミナーは協働のコーディネート力向
上につながることから、サロン運営業務の一
部として委託する。
　企業の社会貢献活動の事例を収集・発信
し、企業が地域で協働の輪に加われる環境
を創る。

　適正化事業はR2年度も見送り、解散等に
関する個別相談で対応する。
　ＮＰＯや企業などの多様な協働を推進する
ため、協働セミナーや地域の未来ワークショッ
プを引き続き実施する。
　企業の社会貢献活動や地域の協働の事例
収集を円滑化するため、サロンに加えて当課
でも実施する。

具体的な取組 ③建設産業の担い手育成 取組所属 ◎建設企画課 関係所属 －

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　ＮＰＯ法人運営の適正化事業については、
対象を絞って重点的に実施した。
　地域の未来ワークショップは、藤岡市との日
程が合わず、実施を見送った。

　地域の未来ワークショップは、桐生市及び
館林市で開催した。H29に合同で実施した玉
村町は、単独で開催が可能となったため、県
は参加しなかった。渋川市とも実施について
調整したが、内容について合意できなかった
ため見送った。

　地域の未来ワークショップでは、桐生市の
予算を活用できた。R2年度に渋川市ＮＰＯ・
ボランティアセンターが開催する研修への支
援を通じて実施することで合意できた。
　協働セミナーでは、開催地の沼田市の協力
を得られ、企業からも多くの参加を得られた。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　ＮＰＯ法人運営適正化事業について、対象
を抽出しても同じ法人が抽出されてしまう。

　休眠法人等の自主解散がH30に相次いだ
ため、適正化事業の役割は少なくなってい
る。
　「協働による地域づくりに関する指針」を定
めたが、普及のためには多くの事例を示すこ
とが必要。

　休眠法人の自主的な解散が進む傾向が続
いているため、適正化事業の役割は小さい。
　積極的に活動している法人の一層の活発
化のために、多様な主体との協働を促進する
ことが必要。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ H30 Ｂ R1 Ｂ R2
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【全体を通じた成果評価】

＜総合評価に対する行政改革評価・推進委員会の意見＞

H29 H30 R1

Ｂ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・ＰＦＩ等の具体的な案件が発生しそうか否か
をどのように把握しているか。受動的な印象
を受ける。
・公共施設等整備についてＰＦＩ等の活用は効
率的で有効も、一方で行われている道路、公
園等既存設備の長寿命化計画との関連、整
合性はあるのか。幅広く民間のノウハウや低コ
スト手法の取込みは大いに賛成である。

【具体的な取組③】
・インターンシッププログラムによる成果に期
待する。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・３か年を通して取組目標がずっと「先進事例
の調査」でその具体的作業内容も３年間「先
進事例の調査」となっており、のんびりすぎる
のではないか。また取組目標も実績も100％
（実施）となっているが、評価はＢとしている。
この目標及び具体的内容ではどのように評価
したら良いのか判断できない。目標設定時に
もっと具体的に設定するべき。（改革の目的、
目標設定、具体的工程の整合性を図るべ
き）
・他県の例について調査したことで今後はPFI
の有効利用を期待したい。

【具体的な取組②】
・ＮＰＯ、企業、行政協働コンペによりＮＰＯの
さらなる活躍を期待する。
・ＮＰＯ法人の休眠化状況については、決算
書等の提出状況から把握できるわけであり、
その活動状況について、きっちり把握したうえ
で協調促進を図ってほしい。作ることには熱
心で、その後、放っておいているという姿勢を
感じないでもない。

【具体的な取組③】
・県内技術職員が着実に増え、取り組み成果
が伺える。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・観音山ファミリーパークでのＰＦＩ公募の結果
はどうだったか。前期敷島公園で実施したＰＦ
Ｉの結果は如何であったか。それによって、何
か得られることはあったか。
・目標設定が調査の実施で実績が100％、
評価Ｂは判断が難しいが先日「観音山ＦＰ」で
事業予定者が選定された情報は評価でき
る。

【具体的な取組②】
・特にＮＰＯ法人の活用は曲がり角に来たもの
と考えられ、NPOの選別が急がれるものと考
える。
・運営が厳しい状況ではあるが、行政からの
補助金は具体的にどの程度あるのか、又適
正な監査は行われているのか。不要な支出
は切り詰めるべし。

【具体的な取組③】
・建設業界の若手技術者、Ｒ１は２級土木施
工管理技士合格者１１４人　１級（集計中）。
また県内建設業者技術職員数は、２００９７
人　着実に増えているのでＢ評価が妥当。
・年度ごとの実施結果の評価欄の記載は、コ
ロナ関連を除けば、前年と変わりがないが、
進捗が見られないということか。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　他県の地域プラットフォームの設
置状況等の把握を行った。また、都
市公園の施設整備、公共不動産の
活用について、民間活力の活用の検
討を行った。
③　取組目標に達していない部分が
あったが、各取組は関係者と連携し
ながら実施することができた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　他県の先進事例や新制度につい
て調査・把握した。また、県立敷島公
園において、Park-PFIによる飲食店
事業者の公募を実施・決定した。
②　協働を推進するためのツールとし
て「協働による地域づくりに関する指
針」を定めた。
③　産学の関係者と連携しながら実
施し、高校生の資格受講者などの増
加につながった。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　関東ブロックプラットフォームの取
組に参加し、先進事例について調
査・把握した。また、観音山ファミリー
パークにおいて、Park-PFIの公募を
実施した。
②　シンポジウム、協働セミナー、事
例の収集・発信等により協働指針の
考え方を普及できた。
③　第３期の初年度として、新たな目
標も加え、産学の関係者と連携しな
がら取組を実施した。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　取組期間を通じて、目標
に掲げたとおりの取組を実
施。令和元年度までは先進
事例の研究までにとどまって
いたが、令和２年度に具体的
な設置に向けた方針を決定
することができた。
②　協働を推進するための
ツールとして「協働による地域
づくりに関する指針」を定め、
シンポジウム、協働セミナー、
事例の収集・発信等を行い、
協働指針の考え方を普及し
た。
③　建設系高校生への施策
は目標どおり実施できた。社
会人対策については受講環
境が合わず参加者を増加さ
せることができなかった。な
お、高校生の対策実施の結
果、資格試験の受験結果に
ついては大幅に合格者数を
増加させることができた。

＜課題＞
①　令和３年度に地域プラット
フォームの具体的な立ち上げ
作業を行うとともに、立ち上げ
後の継続的な運営体制を構
築する必要がある。
②　NPOと多様な主体との協
働を更に促進するため、引き
続き、協働事例を収集し発信
していくことが必要。
③　産学官の連携により、学
生の入職に関する取り組みを
重点的に行ったが、若手の定
着や女性の入職に関する取り
組みが今後重要になってくる
と思われるので、ニーズの把
握など関係団体と調整の上、
今後取り組んでいく必要があ
る。

R2

＜評価の理由＞
①　地域プラットフォーム設置の検討
の結果、令和３年度に設置する方針
を決定した。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・引き続き継続を期待したい。
・まる一年かけて方針を確定させる、というの
はいささかスローな印象を受ける。
・民間の活力を活用することは大いに賛成で
はあるが、インフラについては慎重に検討して
いただきたい。宮城県などでは水道事業の民
営化などが行われているが、コンセッション方
式は失敗事例もよく聞くので、第三セクターの
ように官民で出資した事業体で行う方が望ま
しいのではないかと考える。

【具体的な取組③】
災害等で必ず必要となるものの、高齢化・担い手不足の建設系の業務に、高校生の施策を目標通り行っていることは、将来の群馬の安心安全の基盤の一つとなると思う。

総合
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

ア

イ

【具体的工程】

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

参
考
指
標

サービス向上の取組事例数 実績

930事例（H18～
26年度累計）

（全て指定管理者制度
導入施設）

992事例（H18～
27年度累計）

（全て指定管理者制度
導入施設）

1,045事例（H18～
28年度累計）

（全て指定管理者制度導入
施設）

1,103事例（H18～
29年度累計）

（全て指定管理者制度導入
施設）

1,170事例（H18～
30年度累計）

（全て指定管理者制度導入
施設）

1,237事例（H18～
R1年度累計）

（全て指定管理者制
度導入施設）

指定管理者制度導入施設の年間利
用者総数

実績 577.6万人 573.3万人 570.5万人 546.5万人 598.4万人 565.6万人

50

実績
98

（全て指定管理者制度
導入施設）

62 53 58 68 67

指定管理者制度導入施設のうち、管
理運営状況におけるサービス提供内
容の施設所管所属評価がＡ（優良）
又はＢ（良好）の施設割合

目標 100% 100% 100% 100%

実績
100％

（46/46(施設
数)）

100％
（46/46(施設

数)）

100%
（46/46（施設数））

100%
（45/45（施設数））

100%
（45/45（施設数））

100%
（43/43（施設数））

取
組
目
標

公の施設の各施設で新たに提供又
は内容を改善したサービス数

目標 50 50 50

取組所属 ◎(総)総務課、公の施設所管所属 関係所属 －

【改革内容】

　指定管理者制度導入施設については、サービス向上の取
組情報を収集し、施設所管所属間で共有している。

　指定管理者制度導入施設については、指定管理者が固定化している施設が多く
なっているため、漫然と従来どおりの管理運営をすることがないよう、サービスの向上
や改善を行う必要がある。
　また、指定管理者制度を導入していない県直営施設については、サービス向上の
取組情報の収集を行っておらず、サービス向上の取組が施設所管所属間で共有さ
れていない。

　サービス向上の取組事例を指定管理者間や施設所管所属間等で共有し、新たな
サービスの提供やサービス内容の改善につなげる。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

－

目標

具体的な取組

実績
イ

施設のあり方を検討した指定管理者
制度導入施設数

目標

98施設

52施設

実績取
組
目
標

ア
施設のあり方を検討した県直営施設
数
※原則３年ごとに検討実施

目標

　公の施設（指定管理者制度導入施設を含む）については、
各所管所属や施設等において、施設の必要性や運営方法、
県民サービスの向上に向けた見直し・改善を実施している。

指標項目 年度

公の施設のうち指定管理者制度導
入施設数及び導入率

実績

公の施設のうち県直営施設数 実績参
考
指
標

県が設置する公の施設数 実績

公の施設のうち地方独立行政法人
制度活用施設数

実績

H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

県直営施設のあり方につ
いて、各施設所管所属及
び総務課においてそれぞ
れ検討

計画

結果

作業内容 年度
H29

指定管理者制度導入施
設のあり方検討

計画

結果

県直営施設のあり方の調
査・検討方法の検討

計画

結果

イ

ア

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　青少年自然の家３施設と生涯学習センター
については、平成30年度から、指定管理者
制度導入等に関する具体的な検討を行う。
　また、生活文化スポーツ部の県直営施設
（9施設）については、施設のあり方検討を実
施する。

　青少年自然の家３施設と生涯学習センター
について、制度導入の具体的な進め方（スケ
ジュール等）について検討を進める。

　当面見直しの検討を進めることとした10施
設について、現地調査や施設所管課とのヒア
リングなどを経て、具体的な見直し方針を決
定する。

Ａ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　３年ごとに実施している県直営施設のあり方
検討については、これまでの施設のあり方検
討結果や他県における類似施設の状況等を
踏まえて、重点的に検討する施設とそれ以
外の施設とで区分するとともに、行政改革評
価・推進委員会で審議する等、検討方法を
工夫し実施した。
　指定管理者制度導入施設については、施
設の必要性、指定管理者制度導入の継続
等の検討を実施した。

　生活文化スポーツ部の県直営施設（9施
設）について、重点的に検討する施設とそれ
以外の施設とで区分し、施設の必要性や指
定管理者制度導入の検討及び業務の見直
しなど、施設のあり方検討を実施した。
　また、平成29年度に施設のあり方検討を
行った青少年自然の家３施設と生涯学習セ
ンターについて、指定管理者制度導入に関
する具体的な検討を行った。
　指定管理者制度導入施設については、施
設の必要性、指定管理者制度導入の継続
等の検討を実施した。
（平成30年度評価における委員会意見を踏まえ追記・
修正）

　行財政改革推進タスクフォース（熟慮断行
チーム）により、「県有施設のあり方見直し」の
作業に着手した。
　公の施設など、一般の利用者が多い91施
設を対象に調査を行い、当面見直しの検討
を進める10施設を選定した。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　重点的に検討を行った施設のうち青少年
自然の家３施設と生涯学習センターについて
は、指定管理者制度導入等に関する具体的
な検討を行う必要がある。
　また、平成29年度の包括外部監査の対象
となっていた生活文化スポーツ部の県直営
施設（9施設）については、平成30年度に施
設のあり方検討を実施する必要がある。

　平成30年度に施設のあり方検討を行った
生活文化スポーツ部の県直営施設（9施設）
については、引き続き県の施設として存続さ
せ、県直営を維持する。
　平成29年度に施設のあり方検討を行った
青少年自然の家３施設と生涯学習センター
については、指定管理者制度導入が見込ま
れるため、制度導入等に関する具体的な検
討を行う必要がある。

　当面見直しの検討を進めることとした10施
設について、見直し方針を検討する必要があ
る。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ H30 Ａ R1

具体的な取組 ②公の施設におけるサービス向上

44施設

　「県有施設のあり方見直し」の対象とした10
施設の見直しの方向性について検討し、施
設の現地調査や県議会での議論、関係市町
村や関係団体との意見交換等も踏まえ、各
施設の今後のあり方について、方向性を取り
まとめた。
　また、令和３年度に指定期間が満了する指
定管理者制度導入施設について、施設の必
要性、指定管理者制度導入の継続等の検
討を実施した。

　「県有施設のあり方見直し」の対象とした施
設について、見直しの方向性に沿って作業を
進める必要がある。

　「県有施設のあり方見直し」の対象とした10
施設について、群馬県民会館については検
討を継続す
るとともに、その他の９施設については具体的
な手続きなどの見直し作業を速やかに進め
る。

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ａ

３四半期 ４四半期２四半期１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期

98施設

52施設

10施設 ９施設

H27 H28

－
1施設

（H30から指定管理者
制度導入）

10施設
（全てH30以降も指定管

理継続）

13施設
（全てH29以降も指定管

理継続）

５施設

10施設 ９施設 20施設 10施設

R1 R2

51施設 ９施設 － ５施設

H29 H30

42施設 ９施設

　時代や環境の変化に合わせて、施設の必要性や提供サービス等の見直しを引き
続き行う必要がある。
　また、施設の設置目的をより効果的・効率的に実現するための管理運営方法を引
き続き検討する必要がある。

取組事項

関係所属

(2)公の施設におけるサービス向上

44施設
45.4％

0施設

44施設
44.4％

0施設

45施設
45.9%

0施設

46施設
46.9％

0施設

46施設
46.9％

【改革内容】

ア　県直営施設のあり方について検討する（施設の必要性、指定管理者制度導入、
地方独立行政法人制度活用、業務の見直し等の検討）。
イ　指定管理者制度導入施設のあり方について検討する（施設の必要性、指定管
理者制度継続、地方独立行政法人制度活用、業務の見直し等の検討）。

改革6 民間活力やノウハウの効果的な活用改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①公の施設のあり方検討の継続実施 取組所属 ◎(総)総務課、公の施設所管所属

0施設

46施設
46.9％

0施設

９施設

98施設 98施設 97施設 99施設

53施設 52施設 53施設 55施設

47施設
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【具体的工程】

【全体を通じた成果評価】

H30 Ａ R1

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　引き続きサービス向上の取組事例を周知
する。

　引き続きサービス向上の取組事例を周知
する。

　引き続きサービス向上の取組事例を周知
する。

　引き続きサービス向上の取組事例を周知
する。

Ｂ R2 Ｂ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　サービス提供内容の施設所管所属評価に
ついて、前年度評価「Ｂ（良好）」から「Ａ（優
良）」へ今年度の評価が上がった施設が５施
設あった（全施設の10.9%）。
　公の施設におけるサービス向上の取組事
例を調査し、サービス向上の取組事例を取り
まとめ、指定管理者や施設所管所属間で共
有した。
（平成29年度評価における委員会意見等を踏まえ追
記・修正）

　サービス提供内容の施設所管所属評価に
ついて、前年度評価「Ｂ（良好）」から「Ａ（優
良）」へ今年度の評価が上がった施設が２施
設あり、「Ａ」評価の割合も上がった（H29：
56.2%→H30：60％）。
　また、公の施設におけるサービス向上の取
組事例を、指定管理者や施設所管所属間で
共有することで、新たなサービスの提供や
サービス内容の改善につなげた。

　サービス提供内容の施設所管所属評価に
ついて、前年度評価「Ｂ（良好）」から「Ａ（優
良）」へ今年度の評価が上がった施設が１施
設、「Ａ」から「Ｂ」へ下がった施設が施設が２
施設あり、全体として「Ａ」評価の割合は僅か
に下がった。
　また、公の施設におけるサービス向上の取
組事例を、指定管理者や施設所管所属間で
共有することで、新たなサービスの提供や
サービス内容の改善につなげた。

　サービス提供内容の施設所管所属評価に
ついて、前年度評価「Ｂ（良好）」から「Ａ（優
良）」へ今年度の評価が上がった施設が１施
設、「Ａ」から「Ｂ」へ下がった施設が１施設あ
り、全体として「Ａ」評価の割合はやや上がっ
た（R1：57.7％→R2：60％）。
　また、公の施設におけるサービス向上の取
組事例を、指定管理者や施設所管所属間で
共有することで、新たなサービスの提供や
サービス内容の改善につなげた。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　指定管理者が漫然と従来どおりの管理運
営をすることがないよう、サービスの向上や改
善を行う必要がある。

　指定管理者が漫然と従来どおりの管理運
営をすることがないよう、サービスの向上や改
善を行う必要がある。

　指定管理者が漫然と従来どおりの管理運
営をすることがないよう、サービスの向上や改
善を行う必要がある。

　指定管理者が漫然と従来どおりの管理運
営をすることがないよう、サービスの向上や改
善を行う必要がある。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ

施設の特性に応じたサー
ビス向上の優良事例を同
種の施設間で共有

計画

結果

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

公の施設におけるサービ
ス向上に向けた取組事例
の調査

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

H29 H30 R1

Ａ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・①、②の両取組とも、また全体としても評価
は「Ａ」であり、指定管理者制度導入の効果
が出ているという評価であるが、コストがどれ
だけ削減できたのか、施設の評価はどれだけ
高まったのか、という点を、具体的に示してい
ただきたい。

【具体的な取組①】
・青少年自然の家３施設と生涯学習センター
については指定管理者制度の導入などシリア
スに考えていただきたい。
・２月に青少年自然の家（北毛・妙義・東毛）
の現状説明を受けたが、県民目線で改善、
改革を考えてみたら現状維持はあり得ない。
早々に営業方法、組織人事体制の見直しは
必須ではないか。
・当委員会で議論したとおり、採算的に厳しい
状況にある事は明白で、①現状の課題を抽
出し赤字原因の分析②赤字解消、縮減策の
検証（指定管理者制度等導入）③同様な施
設、分野があれば集約しコスト削減も目指す
等によりこれからの少子高齢化、人口減少に
備える必要がある。評価結果はＡとあるが検
討実施した事実はあるが、更なる具体的な検
証作業が必要である。

【具体的な取組②】
・サービス向上取組事例を確認し、施設で導
入してみたいものがあるか、視察の要望があ
るか確認してみたらどうか。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・昨年２月に県直営施設のあり方検討につい
て審議したが、青少年自然の家は繁忙期と
閑散期が明確にも拘らず閑散期も常駐者を
置いている状況は「コスト意識」の欠如を感じ
たが、今回指定管理者制度導入に関する具
体的な検討に入ったということで、是非推進
していただきたい。
・施設のあり方を工程通り検討した事が評価
基準となっているが、検討する事が目的に
なっており何を検討し具体的にどのような成
果がでたのかが重要で、評価Ａの判断は出
来ない。目標の設定を見直すべきで、例えば
人口減少下での施設の削減等望まれる。
・青少年自然の家（３施設）と生涯学習セン
ターについて具体的スケジュールについて検
討を進めることになった。一歩前進したので
評価したい。
・青少年自然の家と生涯学習センターへの
取り組みが２年連続で記載されているが、ス
ケジュールを遅れさせることがないように、進
めて欲しい。
・取組目標・実績は施設のあり方検討をした
施設数を記載しているが、どのような検討をし
たかなど具体的な内容を記載いただくと分か
りやすくなる。

【具体的な取組②】
・サービス向上については引き続き努力をお
願いしたい。
・指定管理者導入施設でのサービスが向上
しているならば、更に多くの公の施設に指定
管理者制度を導入すべきではないかと考え
る。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・見直し検討をすすめる10施設について選定
した理由。（行政改革推進タスクフォース）成
果に期待したい。
・平成30年2月の行政改革評価・推進委員
会にて「県直営施設のあり方検討について」
検討されましたが、その時に「青少年自然の
家」3施設が年間の稼働が特定時期（5月か
ら6月）に集中しておりほかの時期は忙しい状
況ではないということで、通年営業でなくすた
めにどうするかを検討してほしいとの話をした
が、今回、直営施設の管理運営状況をホー
ムページで開示したということで三施設の内
容を確認させていただいた結果、三施設とも
常勤者を６名から8名配置しており、報酬額を
頭割りした結果は、一人当たり900万～950
万円ほどで、三施設とも同程度の金額となっ
ていた。県民視点からの意見として、運営方
法及び常勤者の人数構成、報酬が現状より
安い方の配置などを早急に検討実施してほ
しいと思う。
・「具体的な取組」が「あり方の検討継続実
施」は設定として適切ではなく各施設の存続
が前提では問題解決には繋がらない、見直し
により集約統廃合に持っていく取組みにより
評価されるべきで評価Ａは妥当でない。

【具体的な取組②】
・前年度評価「Ａ」から今年度評価が「Ｂ」に
下がった施設が2施設あるというが、その要
因をどのように分析しているか。
・運営が特段の問題もなく進んでいるように感
じる。なお一層の効率化とサービス提供は可
能であり、当面、本方針で実行することが望
まれる。
・指定管理者制度「サービス提供内容」の評
価がＡまたはＢの割合が100％であることは
評価できるが、「要改善」がないのは、当然の
ことのように思う。（「要改善がつくのは、よほど
ひどいサービス提供内容であり、通常の業務
を行っていれば、要改善はつかないと思われ
る。）

Ａ

＜評価の理由＞
　県直営施設及び指定管理者制度
導入施設のあり方検討を具体的工程
どおり実施した。
　公の施設の各施設においては、
サービス向上に向けた取組を進めて
いる。

Ａ

＜評価の理由＞
　県直営施設及び指定管理者制度
導入施設のあり方検討を具体的工程
どおり実施した。
　公の施設の各施設においては、
サービス向上に向けた取組を進めて
いる。

Ｂ

＜評価の理由＞
　施設のあり方検討について、当初の
計画よりも大幅に範囲を広げて実施
した。
　各施設においては、サービス向上に
向けた取組を進めている。

Ａ

＜評価の理由＞
　期間を通じて各施設の定期
的なあり方検討を実施したこ
とに加えて、令和元年度から
令和２年度にかけて「県有施
設のあり方見直し」の作業を
進め、見直し対象10施設に
ついて方向性を取りまとめた。
　サービス向上に向けた取組
については、目標に掲げたと
おり実施することができた。

＜課題＞
　「県有施設のあり方見直し」
の対象としなかった県有施設
においても、施設の老朽化、
社会情勢や利用者ニーズの
変化など、対応すべき様々な
課題があることから、今回の
10 施設の見直し作業に係る
進捗状況も踏まえた上で、あ
り方見直しについて検討す
る。

R2

＜評価の理由＞
　「県有施設のあり方見直し」の検討
結果をとりまとめた。
　各施設においては、サービス向上に
向けた取組を進めている。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・このような仕組み作りがされていることがあり
がたく、引き続き継続を期待したい。
・施設の存廃に関する事項は、労働者への
影響が大きい。十分な期間をかけて、慎重に
検討することが必要。その上で適正な評価を
行ってほしい。

【具体的な取組②】
施設はソフトがないと機能しないので、適切な
サービスを提供することで有効的に活用して
ほしい。

総合
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】 【改革内容】

【指標】

イ

ウ

【具体的工程】

（実施なし）

（実施なし）

【全体を通じた成果評価】

＜総合評価に対する行政改革評価・推進委員会の意見＞

参
考
指
標

県職員の派遣人数 実績

県から移管、又は新たに実施した業務数 実績

作業内容 年度
H29

－ －

H30

－ 0業務 －

ア

２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

目標 目標2 「仕事の仕方」の改革 改革 改革6 民間活力やノウハウの効果的な活用 取組事項 (3)公社・事業団等の改革

具体的な取組 ①公社・事業団等に対する関与の見直し 取組所属
◎(総)総務課、公社・事業団・県に事務局を置く
団体所管所属

関係所属 －

　公社・事業団等の自立的・効率的な運営を進めるため、人的関与・財
政的関与の適正化に向けた見直しを進めている。
　また、県に事務局を置く団体については、平成26年度に実態調査を
実施し、平成27年度に団体のあり方、県に事務局を置く必要性等につ
いて点検を実施し、団体所管所属において今後の方向性を検討した。

　公社・事業団等の経営状況等をより正確に把握し、評価を行うととも
に、公社・事業団等に対する県の適正な関与を図る必要がある。
　一方で、増加する行政ニーズに対して県の人員、財源等は限られてい
ることから、公社・事業団等の効果的な活用を検討する必要がある。
　県に事務局を置く団体については、環境の変化等により、団体の必要
性や県に事務局を置くことの妥当性について見直すことが求められる。

ア　公社・事業団等の経営状況等を把握し、人的・財政的関与等の適
正化に向けた更なる検討を進める。
イ　公社・事業団等の更なる活用を検討する。
ウ　環境の変化や地域の実情等を踏まえて、県に事務局を置く団体の
見直しを行う。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1

取
組
目
標

ア
人的・財政的関与の適正化の検討の実施
（具体的工程に掲げた各作業による作業実
施率）

目標 100%（実施完了） 100%（実施完了） 100%（実施完了）

ウ
県に事務局を置く団体の点検実施（具体的
工程に掲げた各作業による作業実施率）

目標 100%（実施完了） 100%（実施完了） －

実績 （実施） － 0%（未実施） 100%（実施完了） －

実績 （実施） （実施） 100%（実施完了） 100%（実施完了） 100%（実施完了）

イ

県から公社・事業団等に移管することでコスト
削減やサービスの質の向上が期待できる、
又は県がこれまで実施できなかった業務の
検討の実施（具体的工程に掲げた各作業に
よる作業実施率）

目標 － 100%（実施完了） －

実績 － － － 100%（実施完了） －

R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期

補助金・委託金等の額 実績 3,679百万円 3,494百万円 3,684百万円 5,326百万円 5,153百万円

9人 9人 10人 58人 57人

解散、事務局移管等、見直しを行った団体
数

実績 8団体 0団体 0団体 1団体 －

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や具体的
工程の修正点）

　平成29年度に実施できなかった県に事務局を置く
団体について点検を実施する。

３四半期 ４四半期

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ H30 Ｂ R1 Ｂ

結果

結果

H29

要因分析
（取組目標や計画した具体的工程
の達成要因・促進要因/達成でき
なかった阻害要因・問題点）

　予定どおり経営状況等に関する調査を実施し、人
的・財政的関与の適正化の検討を行ったが、県に事
務局を置く団体の所管所属による点検については、点
検項目の検討に時間を要したため、実施には至らな
かった。

　経営状況等に関する調査を実施し、人的・財政的関与の適正化
の検討を行った。なお、参考指標の県職員の派遣人数及び補助
金・委託金等の額の増加は、平成30年４月に県立大学が公立大
学法人に移行したことによるもの。
　経営状況等に関する調査とあわせて業務の実態調査を実施し、
県から公社・事業団等に移管することでコスト削減やサービスの質
の向上が期待できる、又は県がこれまで実施できなかった業務の
検討を行った。
　昨年度未実施であった県に事務局を置く団体の所管所属による
点検を実施し、見直しの結果、１団体が解散となった。
（平成30年度評価における委員会意見を踏まえ追記・修正）

　経営状況等に関する調査を実施し、人的・財政的関
与の適正化の検討を行った。
　また、昨年度に引き続き、所管所属に対して、県から
公社・事業団等に移管することでコスト削減やサービス
の質の向上が期待できる、又は県がこれまで実施でき
なかった業務の検討を促した。

Ｂ

＜評価の理由＞
　公社・事業団等について、経営状況等に関
する調査を実施し、人的・財政的関与の適
正化の検討を行った。
　県に事務局を置く団体の所管所属に対して
の点検実施に至らなかった。

Ｂ

＜評価の理由＞
 　経営状況等に関する調査を実施し、人
的・財政的関与の適正化の検討を行った。ま
た、県から業務を移管することによるコスト削
減やサービスの質の向上、又は県がこれまで
実施できなかった業務の検討を行った。

Ｂ

＜評価の理由＞
　経営状況等に関する調査を実施し、人的・
財政的関与の適正化の検討を行った。ま
た、昨年度に引き続き、所管所属に対して、
県から公社・事業団等に移管することでコスト
削減やサービスの質の向上が期待できる、
又は県がこれまで実施できなかった業務の
検討を促した。

Ｂ

＜評価の理由＞
　一部工程の遅れはあったものの、
経営状況等に関する調査、業務の
実態調査、県に事務局を置く団体
の所管所属に対しての点検等を行
い、取組目標に掲げた人的・財政
的関与の適正化等の検討を行っ
た。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・出資比率の高い団体への監査点検を優先し、実施し
てみてはどうか、時間と人材の有効的活用になる。
・県に事務局を置く団体の所轄所属に対しての点検を
お願いする。
・もっと、スピード感を上げて実施して欲しい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・取組成果評価がＢとなっているが、実施結果評価の
内容を読んでもＢ評価（成果あり）とした根拠がわから
ない。
・事業の適正化（コストダウン、サービス向上）検討を
行ったとあるが具体的な適正化の目標が見えず、ただ
業務の検討をしただけで何も成果は無かったとしか思
えない。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・H30県立大を公立大法人に移行。効果大きいと推測する。
・改革の状況の管理のためには、H30から実績に含まれることになっ
た県立大学の公立大学法人移行分のデータを区分けした数字での
管理をお願いしたい。また、適正化の検討を行うための指標が明確
でなく、取組目標が100％全項目達成されているのに、ランクがＢと
いう不思議な結果になっている。
・「取組目標」が検討実施、点検実施とあり具体的な人的財政的成
果の数値（集約やコスト削減等）がほしい、評価Ｂの成果が見えな
い。
・公社・事業団等に対する補助金・委託金等がＨ28年度から毎年
増えている。また、団体の中には、損益がH28年度の700万円程度
の赤字から、H30年度には3,000万円程度の赤字に悪化している団
体があるようである。県として、各団体の損益管理もしっかりしてほし
い。

＜課題＞

総合

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判明した
次年度以降の取組を進める上での
阻害要因・留意点）

　検討結果を踏まえ、人的・財政的関与の適正化を
図る必要がある。県に事務局を置く団体について点検
を実施する。

　引き続き、人的・財政的関与の適正化と合わせて、
公社・事業団等のさらなる活用などの見直しを行う必
要がある。

　引き続き、人的・財政的関与の適正化と合わせて、
公社・事業団等のさらなる活用などの見直しを行う必
要がある。

H30 R1

　引き続き、人的・財政的関与の適正化と合わせて、
公社・事業団等のさらなる活用を団体所管所属に求
める。

　引き続き、人的・財政的関与の適正化と合わせて、
公社・事業団等のさらなる活用を団体所管所属に求
める。

・100％実施完了、総合評価をBとされているが何が具体的な課題なのか。

ア

経営状況等に関する調査の実
施（(総)総務課、公社・事業団
所管所属）

計画

結果

人的・財政的関与の適正化の
検討（公社・事業団所管所属）

計画

結果

イ

公社・事業団で行っている業
務の実態調査（(総)総務課、
公社・事業団所管所属）

計画

結果

移管等の検討（公社・事業団
所管所属）

計画

ウ

県に事務局を置く団体所管所
属に対して点検を依頼（(総)総
務課）

計画

結果

点検結果を基に見直し（県に
事務局を置く団体所管所属）

計画

43 改革６（３）



群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

※１　研修の業務への活用性・・・研修直後のアンケートにおいて、総参加者数のうち、活用できる又はやや活用できると評価した人数の割合

【具体的工程】

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

※１　研修の業務への活用性・・・研修直後のアンケートにおいて、総参加者数のうち、活用できる又はやや活用できると評価した人数の割合

【具体的工程】

ウ
時代の要請に応える研修
の検討

計画

結果

計画

結果

計画

結果

計画

結果

目的別研修の充実

市町村職員を対象と
した職員研修の充実

外部研修機関等への
計画的派遣

研
修
の
実
施

計画

結果

計画

結果

計画

結果

階層別研修の充実

女性職員の活躍推進
のための研修の実施

ＯＪＴ推進・自己啓発
支援

イ

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

ア 研修ニーズの把握・分析
計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

参考
指標

なし 実績

90.5%かつ前年度水準以上

実績 88.5% 90.5% 91.3% 91.1% 91.3% 91.3%

取組
目標

研修の業務への活用性（※１）
目標 90.5%かつ前年度水準以上 90.5%かつ前年度水準以上 90.5%かつ前年度水準以上

取組所属 ◎自治研修センター 関係所属 全所属

【改革内容】

　厳しい行財政状況の中、限られた人員で質の高い行政を
担っていくためには、職員一人ひとりが自己の能力を最大限
に発揮し、組織力を強化する必要がある。このため、「群馬
県における人材育成の考え方」に基づき、より効率的・効果
的な研修を実施し、県政課題に的確に対応できる職員の育
成に取り組んでいる。

　時代の要請に応える研修を、効率的・効果的に実施するためには、ＰＤＣＡサイク
ルを適切に回すことで、常に改善を図りながら、研修の質を高めていく必要がある。
　引き続き研修の質の向上に向けた取組を行うとともに、必要に応じて科目の見直し
を行うなど、時代の要請に合った、さらに効果的な研修を実施していく。

　以下の取組でＰＤＣＡサイクルを継続的に回すことにより、研修効果の向上を図っ
ていく。
ア　研修生アンケートや調査を基礎としたニーズ等の把握と分析
イ　研修目的やニーズを踏まえた研修の実施
ウ　研修の運営面や内容面の改善、時代の変化に伴う新たな要素を加味した研修・
科目の検討

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

－

目標

実績

取組
目標

研修の業務への活用性（※１）
目標

　本県の人事評価制度は、自発的な能力開発を促す「人材
育成」と、組織内の意識・目標の共有化やチームワークを高
めるために導入している。
　「群馬県における人材育成の考え方」においても、職員の
人材育成のための手法として位置づけているところである。

指標項目 年度

具体的な取組

参考
指標

なし 実績

ア
「人事評価者研修」の実
施

計画

結果

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期
作業内容 年度

H29 H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

「能力評価の見直しに係
る説明会」の実施

計画

結果

イ 「目標管理研修」の実施
計画

結果

階層別の研修において、
人事評価に関する研修の
実施

計画

結果
ウ

エ

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　評価に対する納得性・公平性を確保するた
め、民間の専門講師による研修を実施し、評
価基準の統一化、目標管理の理解促進や
手法の向上等を図る。

　制度の見直し内容について、十分な周知を
行い、スムーズな運用に繋げるとともに、評価
に対する納得性・公平性を確保するため、外
部専門講師のアドバイスを仰ぎ、人材育成や
組織マネジメントの向上といった業務への活
用性を高めていく。

　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により、一部の階層別研修が中止になっ
たり、資料配付のみになったりと、不透明な点
が多いが、そのような中でも、評価基準の統
一化、目標管理の理解促進や手法の向上
等を図る。

Ｂ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　人事評価者研修は、評価者の目標設定手
法の向上等に向け、評価対象者を拡充する
とともに、実習内容の充実を図った。
　一方で、階層別研修において、若手職員
向けの研修における結果が低調であった。こ
れは、若年層において人事評価制度への理
解が進んでおり、一層の業務の中での活用を
念頭においたためと分析している。引き続き、
問題演習の充実などにより「達成水準の明確
化」を進める必要がある。
（平成29年度評価における委員会意見等を踏まえ追
記・修正）

　人事評価者研修では、評価に対する納得
性・公平性を確保するため、民間の専門講
師による研修を実施し、評価基準の統一化、
目標管理の理解促進、フィードバック手法等
の実習内容を充実させた。本研修の業務へ
の活用性についてのアンケートでは、評価す
る意見が94.3％であり、効果が認められた。
　階層別研修においては、昨年度と同様に若
手職員向けの研修における結果が低調で
あった。研修の理解度は90％以上と高いも
のの、日常業務における具体的な活用のイ
メージを持ちづらかったものと考えられる。

　人事評価者研修では、昨年度と同様に民
間講師により実施し、評価基準の統一化や
公平性の高い制度運用を図った。評価する
意見が94.5％と引き続き高評価が得られ
た。
　階層別研修では、受講者の評価が低調で
あった若手職員向けの研修について、日常
業務における具体的な活用イメージを持てる
よう工夫して実施したところ、特に採用後３年
目研修では、前年度から10.5％上昇するな
ど大きく改善した。
　「能力評価の見直しに係る説明会」では、ポ
イントを絞って分かりやすい資料を作成し実
施した（出席者1,595名）

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　目標設定における「達成水準の明確化」な
どについて、重点的に実施しており、実施内
容を継続することで、制度の定着化を図り、
公平性、納得性の確保に繋げる。

　平成30年度に見直しを行った能力評価に
ついて、改正の趣旨や内容を周知するととも
に、引き続き制度の定着化を図り、納得性・
公平性の確保、業務における活用度の向上
に繋げる。

　能力評価結果に係る標準を上回る昇給へ
の反映について、令和3年4月から全職位に
適用するため、各研修で見直しのポイントを
改めて周知し、一層の納得性・公平性の確
保に繋げる。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ H30 Ｂ R1

具体的な取組 ②職員研修の充実

　人事評価者研修では、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、動画配信による
研修を実施し、評価基準の統一化や公平性
の高い制度運用を図った。アンケートの項目
に「講師への質問」を設け、講師の回答を
フィードバックするなど研修効果が高まるよう
な工夫を行ったところ、評価する意見が
97.2％と過去最高の評価が得られた。
　目標管理研修及び階層別研修では、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、演
習時間を短縮したりグループワークの実施を
見送るなどしたところ、特に若手職員向けの
研修の評価結果が低調となった。

　コロナ禍においても研修効果が高まるよう工
夫して実施し、引き続き納得性・公平性の確
保、業務における活用度の向上に繋げる。

　評価者研修では、引き続き高い評価を得ら
れるよう、アンケートを活用するなどして研修
効果を高める。
　目標管理研修及び階層別研修では、コロナ
ウイルス感染拡大防止を徹底した上で、グ
ループワークの代替となるような取組を検討
し、研修効果を高める。

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ｂ

３四半期 ４四半期２四半期

H29 H30

89.2% 89.4%

H27 H28

91.2% 92.7% 91.4%

R1 R2

92%かつ前年度水準以上 92%かつ前年度水準以上 92%かつ前年度水準以上 92%かつ前年度水準以上

　評価結果を処遇へ反映させるだけでなく、制度をうまく活用し、組織全体の力を強
化するために運用していくことが重要である。
　制度の運用にあたっては、評価者による適正な評価が行われること、被評価者も
含めた職員が制度の趣旨や内容をよく理解することが重要であることから、職員に対
する研修に力を入れ、制度の定着化を図る必要がある。

取組事項

関係所属

(1)県政を担う人材の育成と組織マネジメントの向上

【改革内容】

　新任の評価者等を対象とした「人事評価者研修」において、制度の仕組みに関す
る講義や事例演習など評価の実践までを含めた研修を実施する（ア）。また、新任
の係長等を対象とした「目標管理研修」において、目標管理の手法についての理解
を深めるための研修を実施する（イ）。さらに、各階層別の研修において、人事評価
制度の理念やポイント、手法などに関する研修を実施する（ウ）。

改革7 自治を担える人づくり、力を最大限発揮する組織づくり改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①人事評価制度の運用を通じた人材育
成及び組織マネジメントの向上

取組所属 ◎人事課

91.4%

44 改革７（１）



【全体を通じた成果評価】

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　アンケートの評価が低かった科目について、
講義の質の向上を図る取組を行うとともに、
必要に応じて科目の見直しを行うなど、時代
の要請に合った研修をする必要がある。

　引き続き高い評価が得られるよう、時代の
要請に的確な対応をするために必要な能力
を十分に検討し、講義の質の向上を図り、ま
た、必要に応じて科目の見直し等を行いなが
ら、更に充実した研修を実施していく必要が
ある。
（平成30年度評価における委員会意見を踏まえ追記・
修正）

　全体としては評価は向上しているものの、一
部、評価の低い科目も見られた。時代の要
請に応じて科目の見直し等を検討するととも
に、講師との事前調整等を十分に行い、更に
講義の質の向上を図る必要がある。

　引き続き高い評価が得られるよう、時代の
要請に対応した科目の見直しや、実施方法
等の工夫が必要である。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　全ての研修においてPDCAサイクルを回しな
がら、内容の充実を図るほか、アンケートや調
査の結果や時代の要請に応えられるよう科
目の新設や内容の見直しを行う。

　次年度では政策形成能力の更なる向上を
図るため、関連する研修を拡充・充実するほ
か、引き続き全研修科目でのＰＤＣＡサイクル
を適切に回しながら、講義内容の充実を図
り、受講生が業務で活用できる研修を実施す
る。
（平成30年度評価における委員会意見を踏まえ追記・
修正）

　引き続き全研修科目でのＰＤＣＡサイクルを
適切に回しながら、講義内容の充実を図る。
また、外的要因により研修実施が困難な状
況であっても、受講生が業務で活用できる研
修となるよう、実施方法や時期等を検討す
る。

　引き続き全研修科目でのＰＤＣＡサイクルを
適切に回しながら、講義内容の充実を図る。
また、研修におけるＤＸを推進し、受講環境を
整えるとともに、受講生が業務で活用できる
研修を実施する。

H30 Ａ R1 Ａ R2 Ａ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　評価の低かった科目を中心に、講師との事
前調整を十分に行い、内容の充実を図ること
により、前年度に比べ評価が向上した。

　評価の低かった科目を中心に、講師との事
前調整を十分に行い、内容の充実を図ること
により、前年度と同等の評価を得ることができ
た。

　評価の低かった科目を中心に、講師との事
前調整を十分に行い、内容の充実を図ること
により、前年度と同等以上の評価を得ること
ができた。

　評価の低かった科目を中心に、講師との事
前調整を十分に行い、内容の充実を図った。
また、新型コロナウィルス感染症の拡大によ
り、研修実施が困難な状況もあったが、実施
方法や時期等を迅速に見直して実施するこ
とにより、前年度と同等の評価を得ることがで
きた。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ

H29 H30 R1

Ａ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・若手職員向けの研修における結果が低調
であった要因を分析し記述すべき。
・現状維持をそつなくこなすことは評価され
ず、改善、改革を進んで実行してこそ評価さ
れる仕組み（管理者の基本姿勢が重要）を
構築してほしい。
・人事評価制度の導入で職員の能力開発と
組織力強化を図る事は限られた人材と財源
の有効活用であり、効果的に運用されること
が望まれる。目標設定、業績評価方法の確
立には時間を要するが、職員の仕事が群馬
県総合計画に沿って目標設定し運用実行さ
れ評価者と被評価者のベクトルが一体となる
事が目標達成には重要である。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・基本的に、前年実施内容とあまり変わらず、
Ｂ評価である点も変わらずのままであった。こ
のままでは、ランクアップの先行きが見えな
い。

【具体的な取組①】
・人事評価制度の導入から日が浅く若手の
理解が低調であったとの事であるが、各所属
での評価者と被評価者の理解度が不十分で
業務目標や達成度設定等が上手くいかず業
務に評価基準がマッチングしていないと思わ
れ、各所属の評価者の研修が不十分と思わ
れる。昨年度と同じ状況であり評価Ｂからの
改善策を望む。
・昨年度と同様、若手職員向け研修結果が
低調。若手には日常業務における具体的活
用イメージが掴みづらいのか。

【具体的な取組②】
・ＯＪＴは最も重要な勉強の場なので日々の
業務にて能力向上を図っていただきたい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・年度ごとの実施結果評価の記載などからす
れば、Ｂという評価と結びつかない感がある。
成果が出ていないということ。
・評価は毎年Ｂで変わりなく推移しているが内
容は昨年度より充実している、特に若手の満
足度向上は評価される。人事評価制度は常
時周知し浸透していくものであり評価の公平
公正性が求められる。課題に対しての具体
的な取組目標「研修の業務への活用性」とあ
るが分かりにくくR３年からの本格稼働に向け
た前段階では評価制度の理解度の充実が
求められ活用性は馴染まない。

【具体的な取組②】
・研修の充実は目標に対してＡ評価も活用性
はH29年度と同等レベルで実質進展しておら
ず評価はＢが妥当である。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　目標設定における「達成水準の
明確化」などについて、一部拡充を図
りながら重点的に実施しており、制度
の定着化に向けた取り組みを進め
た。
②　PDCAサイクルを適切に回し、常
に改善を図りながら、研修の質を高め
ることができた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　人事評価者研修では、民間の専
門講師による研修を実施し、評価基
準の統一化、目標管理の理解促進、
フィードバック手法等の実習内容を充
実させるなど、制度の定着化に向け
た取り組みを進めた。
②　PDCAサイクルを適切に回し、常
に改善を図りながら、研修の質を高め
ることができた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　人事評価者研修では、昨年度と
同様の民間講師により実施し、評価
基準の統一化や公平性の高い制度
運用に向けた取り組みを進めた。
　階層別研修では、受講者の評価が
低調であった若手職員向けの研修に
ついて大きな改善がみられた。
　階層別研修のほか、「能力評価の
見直しに係る説明会」を開催し、例年
以上に制度を周知する機会を設け
た。
②　PDCAサイクルを適切に回し、常
に改善を図りながら、研修の質を高め
ることができた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　人事評価者研修は、平
成３０年度から民間の専門講
師による研修を実施し、評価
基準の統一化や公平性の高
い制度運用に向けた取組を
進め、受講者からの評価も高
水準を維持しているところで
あり、当初と比べると大きく前
進したといえる。
　目標管理研修及び階層別
研修では、特に若手職員向
けの研修の評価が低調な傾
向があるため、引き続き具体
的な活用イメージが持てるよ
うな工夫をしていく必要がある
が、全体的には制度の定着
から安定的な運用に移行で
きていることなどから、予定ど
おり取組を進められた。
②　PDCAサイクルを適切に
回し、常に改善を図ってきた
ことで、研修の効果指標であ
る３指標（理解度、業務活用
性、行動変容度）すべてが上
昇し、研修の質を高めること
ができた。
（行財政改革評価・推進委員
会の意見を踏まえ修正）

＜課題＞

R2

＜評価の理由＞
①　人事評価者研修では、初めて動
画配信によるオンライン研修を行った
が、研修効果が高まるように工夫した
ところ、集合型研修の時よりも高い評
価が得られた。
　目標管理研修及び階層別研修で
は、前年度よりも若手職員向けの研
修の評価は低かったものの、制度の
安定的な運用に向けた取組を進め
た。
②　PDCAサイクルを適切に回し、常
に改善を図りながら、研修の質を高め
ることができた。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・引き続き継続を期待したい。今後は360度
評価等も導入していくのはどうか。研修でのイ
ンプットが実務にどう生かされているかの効果
検証も必要だと考える。
・マネジメント能力の向上が第一。管理監督
者の意識を変えていくことが重要。その意味
では受講者評価はあまり当てにならないので
は。被評価者からの意見を聞くことが重要で
は。
・若手職員向けの研修評価が低調な理由を
知りたい。
・職員の能力を最大限活かすため、また能力
の高い人材の定着には適切な人事評価が重
要だと思うので積極的に進めていただきた
い。

【具体的な取組②】
・研究の質を高めることができた、とあるが、
それを示す事実やエビデンス等はあるか。ま
た、研修のアウトカムは、研修の質を高めるこ
とではなく、どのような人材が養成されたかで
あり、この点に関して評価したほうがよい。
・引き続き継続を期待したい。

総合
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

参考
指標

職員提案件数 実績 67件 181件 340件 413件 156件 －

うち前年度提案内容を採用又は趣旨
を生かして実施した職員提案件数

実績 －
H27提案67件のう

ち
4件

H28提案181件のうち
59件

H29提案340件のうち
　64件

H30提案413件のうち
　58件

－

100%（実施）

実績 （実施） （実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施） 0％（実施なし）

取組
目標

職員提案制度の実施（具体的工程
に掲げた各作業による作業実施率）

目標 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

取組所属 ◎秘書課 関係所属 全所属

【改革内容】

　職員提案制度は、県行政全般についての改善方法及びア
イデア提案を募集し、各所管部局で活用検討を行っている。

　新規政策の検討・立案の活性化に繋げていくため、取組を継続して効果的に実施
することが必要である。
　提案件数の増加が重要な訳ではなく、施策への反映や業務改善につながる提案
がなされることが重要であるが、提案件数が多いことで、効果のある提案が提出され
る可能性も高まるため、提案件数を参考指標として考えている。
　このことから、提案件数を確保するために、募集期間中には、定期的な周知を行う
とともに、一定期間での集中した提案募集を行うことで、提案数を確保することが必
要である。
　また、提案内容がどのように活かされているか、提案者以外にも周知することで、
提案を行うことに対する意欲を高めることも検討したい。

　毎年度実施手法の改善を行いつつ、提案募集や採用等された提案の表彰を行
う。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

全所属

目標

実績

取組
目標

プレゼンテーションの実施（具体的工
程に掲げた各作業による作業実施
率）

目標

　めまぐるしく変化する時代に対応するためには、課題を的確
に捉え、政策形成に結びつける職員の能力の向上と、それを
引き出し、高めることのできる組織づくりが欠かせない。
　そこで、平成24年度に事業プレゼン、平成25～27年度に
政策プレゼンとして、知事をはじめとする幹部職員らを前に、
一般職員等が自らの思いや現場での経験を踏まえて、新規
政策のプレゼンテーションを行う取組を実施している。
　平成25年度からは事前にプレゼンテーション講習会を開催
して職員のプレゼン技術の向上を図っている。

指標項目 年度

具体的な取組

うち事業化につながったテーマ数 実績

プレゼンテーション実施テーマ数 実績
参考
指標

プレゼンテーション講習会出席人数 実績

現状の把握、政策課題の
抽出・分析

計画

結果

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期
作業内容 年度

H29 H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

プレゼンテーションの実施
計画

結果

提案内容の事業化、予
算反映状況の確認及び
フォローアップ手法の検
討、実施

計画

結果

「政策プレゼン」のテーマ
決定

計画

結果

プレゼンテーションに向け
たノウハウ形成支援（講習
会等の実施）

計画

結果

「政策プレゼン」の実施手
法の検討

計画

結果

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　新たな課題の掘り起こしにつながるプレゼン
となるよう、各担当者と検討段階の意見交換
を実施するとともに、プレゼン発表後のフォ
ローアップを引き続き実施する。
　アンケートの実施方法を見直し、各プレゼン
の評価をより明確化することで、職員のモチ
ベーション向上やスキルアップにつなげる。

　プレゼンまでの検討期間を確保するため、
テーマの決定を早期に行えるようスケジュー
ルを検討する。
　テーマ募集や発表前の発表者との意見交
換の際などに、当事業の趣旨を再度周知す
る。
　テーマの検討や発表に職員個人としても参
加できるよう公募等の仕組みを検討する。

　短い時間で要点を伝えることをテーマとした
講習会を開催する。

Ａ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　講習会は、昨年と異なる講師で開催したと
ころ、受講者が増加し評価も高かった。
　プレゼン実施テーマは12件で、例年と同程
度であった。
　フォローアップ方法を見直し、本県における
重要度が高く事業化すべきテーマについて、
企画部も関わり重点的にフォローアップを実
施した。

　講習会は29年度と同じ講師で開催し、受
講者からの評価が高かった。
　プレゼン実施テーマは10件で、例年と同程
度であった。
　フォローアップ方法を見直し、全テーマにつ
いて発表後の意見交換を行った。また、人材
育成の観点からのフォローアップを人事課と
連携して実施した。

　講習会は29年度、30年度と同じ講師で開
催し、受講者からの評価も高かった。
　プレゼン実施テーマは8件であった。
　全テーマについて、事業化に向けたフォ
ローアップを実施した。
　また、全国の先駆けとなる政策の確立や発
信を目指す自我作古チームが９月に結成さ
れ、知事への政策提案を行った。
　政策プレゼンと自我作古を合わせて、R1年
度に20件の提案および14件の事業化が行
われた。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　プレゼンが、既存事業の延長でなく、新たな
課題の掘り起こしにつながる内容となるよう、
プレゼン検討段階でも意見交換を実施する
必要がある。
　職員のプレゼン能力の向上や、政策プレゼ
ンに対するモチベーションを高める取組が引
き続き必要。

　各発表者からは、プレゼンまでの十分な検
討期間の確保と、事業趣旨の明確化の意見
があった。
　従来は、主にプレゼン内容の検討や発表は
担当部局により行っていたが、新たな視点と
して、意欲のある職員を公募して検討に加
わってもらうことも考えられる。

　R1年度から、プレゼンの実施方法について
２点の改善を行った（「聴講者に外部識者を
加える」「プレゼン聴講者との意見交換の時
間を多く確保する」）。これに伴い、プレゼン時
間が５分程度に短縮されたため、次年度はプ
レゼン講習会の内容見直しが必要と考える。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ H30 Ａ R1

具体的な取組 ②職員提案制度の実施

　新型コロナウイルス対応のため、例年よりも
時期が遅れたが、１２月にプレゼン発表会を
開催した。
　職員提案制度の廃止に伴い、政策プレゼン
の「一般職員提案」ルートを創設し、プレゼン
実施テーマ全10件のうち３件の提案があっ
た。
　開催後は、事業化に向けたフォローアップを
行った。令和３年度当初予算での事業化は１
テーマのみであったが、その他のテーマも予
算化に向けて引き続き検討を進めている。
　プレゼン講習会は、短時間で要点を伝える
ことを目的とした内容に変更して開催した。

　発表会の開催が１２月であったため、発表
会で合意を得られたテーマのうち、令和３年
度当初予算で事業化されたテーマは１テー
マにとどまった。
　今後は、発表会後に速やかに事業化につ
なげられるよう、当初予算編成前に政策プレ
ゼンを開催する。

　Ｒ３年度はプレゼン発表会の開催時期を10
月に設定する。

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ａ

３四半期 ４四半期２四半期

27人 25人

13テーマ 11テーマ

H29 H30

100%（実施） 100%（実施）

H27 H28

（実施） （実施） 100%（実施）

R1 R2

100%（実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

　新規政策の検討・立案の活性化に繋げていくためにも、取組を継続して効果的に
実施することが必要である。
　これまでのプレゼンでは、事業化につながるものもあり、一定の効果があった。
　一方で、政策プレゼンの目的である、新たな視点からの課題の掘り起こしではなく、
既存事業の延長上にとどまるプレゼンも見られるため、実施方法やその周知方法に
ついて検討をする必要がある。

取組事項

関係所属

(2)実践的な政策形成能力の向上

6テーマ 1テーマ９テーマ ８テーマ９テーマ

【改革内容】

　毎年度実施手法の改善を行いつつ、プレゼンテーションのノウハウ習得のための講
習会及びプレゼンテーションを実施する。

改革7 自治を担える人づくり、力を最大限発揮する組織づくり改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①「政策プレゼン」の実施 取組所属 ◎秘書課

９テーマ

33人 30人 26人 16人

12テーマ 10テーマ 8テーマ 10テーマ

100%（実施）
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【具体的工程】

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

【全体を通じた成果評価】

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　庁内イントラネットの活用により、各所属が
自由にアイデア募集を行えることから、職員
提案において、特定テーマを設ける意義が薄
くなっている。
　また、職員提案専用データベースは、通常
業務で使用するデータベースとは別でログイ
ンする必要があることから、各職員が気軽に
提案を提出できる環境となっていない。

　提案件数が増加したことにより、各所属にお
ける提案の活用検討の開始までに所管の調
整などの時間を要することとなった。

　提案内容がアイデアレベルのものが多く、所
管所属で活用されにくい。また、業務改善に
係る簡易な提案が多い傾向がある。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　特定テーマでの提案募集は行わないことと
する。
　また、平成２９年度に試行した提案提出方
法の運用を、通年運用とする。

　所管所属に円滑に検討依頼ができるよう、
事務の効率化を図る。

　提案の記載内容を拡充し、より高度な提案
を求める。

H30 Ａ R1 Ａ R2 Ｄ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　計画どおりの取組を行うことができた。
　また、各職員への積極的な提案提出を促
すほか、一定期間を定めた提案募集では、こ
れまで使用していた職員提案専用データ
ベースを使用せず、職員が提案を提出しや
すいよう、提案提出方法変更の試行を行っ
たことにより、参考指標としている提案件数も
大きく増加した。

　計画どおりの取組を行うことができた。
　29年度に試行した提案提出方式を通年運
用したほか、強化月間を設定し、各職員への
積極的な提案提出を促したことにより、参考
指標としている提案件数も増加した。

　計画どおりの取組を行うことができた。
　30年度に提案件数が増加したことにより、
提案の所管所属の負担が増えた経緯があっ
たため、各所属への検討依頼については、ま
とめて行うなどの効率化を行った。

　政策プレゼンと職員提案は、どちらも県政の
課題解決を目的とした事業である。提案ルー
トの統一のため、職員個人からの提案は政策
プレゼンの「一般職員提案」で受け付けること
とし、Ｒ２年度当初に職員提案を廃止した。

職員提案制度の実施手
法の検討

計画

結果

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ

所管所属における提案の
活用検討、実施

計画

結果

提案の活用検討結果、
実施結果の周知

計画

結果

表彰提案の選定
計画

結果

特定テーマに対する提案
募集による重点的な実施

計画

結果

提案の活用検討の所管
所属への依頼

計画

結果

一定期間を定めた提案
募集

計画

結果

３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

制度の庁内周知、提案
募集

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期

H29 H30 R1

Ａ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組②】
・職員の提案数が増えたことは評価できる。
・提案件数の増加は評価Ａに値する。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組②】
・提案件数が伸びており、職員の改善意識が
高まることを期待する。
・職員の改善提案は個々に増加傾向にあり
評価は高いが、採用基準と実施効果、また
全庁的な展開が可能な項目があれば実行す
るべきで、実行した結果（定量的な改善度合
い）を評価基準としていただきたい。
・表彰制度を設けることによりモチベーション
向上し、更に良い循環となる。
・“Ａ”評価で妥当。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【全体】
・①②設定目標；取組目標の設定が実施で
はなく定量的であるべき。両項目とも実績は
前年度を下回り評ＡではなくＢが妥当。

【具体的な取組②】
・職員提案制度に対する表彰制度は、今後
も有効な制度として存続されることを期待す
る。
・H30職員提案件数実績413件に対して、R1
は156件にとどまったのが気に懸かる。原因
を教えてほしい。

Ａ

＜評価の理由＞
　政策プレゼン、職員提案制度とも
に、実施方法を改善し、参考指標で
平成２８年度を上回る結果を得た。 Ａ

＜評価の理由＞
　政策プレゼン、職員提案制度とも
に、実施方法を改善し、参考指標で
平成２９年度を上回る、または同等の
結果を得た。 Ａ

＜評価の理由＞
　政策プレゼン、職員提案制度とも
に、実施方法を改善した。職員提案
の参考指標「職員提案件数」は減少
しているが、H30年度の課題に対応し
た結果であり、問題はないと考える。

Ａ

＜評価の理由＞
　政策形成能力の向上に向
けて、毎年度改善を行いなが
ら、政策プレゼンおよび職員
提案を実施した。
　Ｒ2年からは職員提案を廃
止して、政策プレゼン「一般職
員提案」ルートを設けた。
　今後も、職員の政策形成能
力向上および県政課題の解
決策提案を目的に、改善を
行いながら運営していく。

＜課題＞

R2

＜評価の理由＞
　職員提案制度を廃止し、政策形成
を目的とした事業を政策プレゼンに一
本化した。
　政策プレゼンでは10件の提案が行
われ、うち3件が一般職員提案の
テーマであった。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・政策プレゼンは、発表内容が今後検討を要
するものを含んでおり、基本的には県民に非
公開で行われているが、たとえ政策形成過
程であっても、審議会等と同様に、県政の課
題の解決策について、知事と県庁の若手職
員が自由闊達に政策議論を行うことについ
て、オンデマンド動画などで県民にも公表した
ほうがよい。
・プレゼン実施者が減少傾向にあるのはなぜ
だと分析をされているのか、お尋ねしたい。
・取組み自体、そして来年度は年度内に事
業化できるようにプレゼン発表会の時期をず
らすというPDCAサイクルの運用も良い。
・極めて重要な取り組み。公務労働者はプレ
ゼン能力を活かす場面に恵まれていない。
もっと多くの職員から提案が出てくることが期
待される。目標を高めるべきでは。
・政策提案は実装されてからが本番だと思
う。プラン止まりに終わらせないための実行力
醸成と、それを推進する組織体制の工夫に
ついて知りたい。
・プレゼンテーションの良し悪しと政策提案の
質とは関係ないと思うのでプレゼンテーション
自体が目的化しないようにしていただきたい。
本質的に必要なのは課題解決能力であり、
プレゼンは手段でしかないと思う。最近群馬
県の補助金でも事業者にプレゼンテーション
を要求しているものがあるが、個人的にはず
れていると感じる。

総合
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

イ

【具体的工程】

【改革内容】

ア　ヒアリングや現地調査により、各所属の現状や課題を共有し、課題解決に向けた
対応を各部と意見交換し、組織の見直しを実施する。
イ　県立大学（女子大学、県民健康科学大学）を平成30年４月に公立大学法人に
よる運営に移行する。

改革7 自治を担える人づくり、力を最大限発揮する組織づくり改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①組織の見直し 取組所属 ◎(総)総務課

－

9部2部内局
104課室等

9部4部内局
106課室等

9部3部内局
104課室等

9部3部内局
107課室等

104機関 104機関 104機関 103機関

100%（実施）

　組織は適宜的確な見直しが必要である一方、力を発揮するには安定性も必要で
ある。そのため、双方を考慮し、中長期的な視点で組織体制の構築に取り組む必要
がある。

取組事項

関係所属

(3)適正な組織・定員管理

100%（実施）

整備終了 － － －

R1 R2

100%（実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

H29 H30

100%（実施） 100%（実施）

－

H27 H28

（実施） （実施）

整備整備開始 －

ア　コロナ対策のため、組織数は増加（３室
増）したが、新たな政策課題への対応にも、
既存組織の必要性を検証し、組織のスクラッ
プアンドビルドを実施することで、コロナ対策を
除いた部分では総数を増やすことなく、見直
しを実施することができた。

ア　組織は、時代や環境の変化に対応する
ため適宜的確な見直しが必要である。次年
度に向けては、DXの進展等と合わせて見直
しを行う。

ア　ヒアリングや現地調査により、各所属の現
状や課題を共有した上で、課題解決に向け
た対応を各部と意見交換し、組織の見直しを
実施する。

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ａ

３四半期 ４四半期２四半期

9部1部内局
101課室等

106機関

２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期

整備終了

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

ア　未来創生に向けた取組を継続して着実
に推進するため、現在の組織体制によること
を基本とする。また時代や環境の変化で生じ
る新たな政策課題に的確に対応していくた
め、組織を改正する場合にあっても、わかり
やすく機能的であるものとする。

ア　未来創生に向けた取組を継続して着実
に推進するため、現在の組織体制によること
を基本とする。また時代や環境の変化で生じ
る新たな政策課題に的確に対応していくた
め、組織を改正する場合にあっても、わかり
やすく機能的であるものとする。

ア　ヒアリングや現地調査により、各所属の現
状や課題を共有した上で、課題解決に向け
た対応を各部と意見交換し、組織の見直しを
実施する。

Ａ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

ア　県総合計画に掲げた目標の実現に向
け、未来創生に向けた取組を継続して、着実
に推進するための組織改正を行った。
イ　公立大学法人による運営への体制整備
を予定どおり実施し平成30年４月に法人に
移行した。

ア　新たな県政課題に的確に対応し、未来
創生に向けた取組を着実に推進するための
組織改正を行った。

ア　知事の政策の実現に向けて、大幅な組
織の見直しを行った。新たな政策課題に対
応する中にあっても、限られた人員で最大の
効果を発揮するため、小規模所属を見直す
など、組織の総数を増やすことなく、見直しを
実施した。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

ア　組織は適宜的確な見直しが必要である
一方、力を発揮するには安定性も必要であ
る。そのため、双方を考慮し、中長期的な視
点で組織体制の構築に取り組む。

ア　組織は適宜的確な見直しが必要である
一方、力を発揮するには安定性も必要であ
る。そのため、双方を考慮し、中長期的な視
点で組織体制の構築に取り組む。

ア　組織は、時代や環境の変化に対応する
ため適宜的確な見直しが必要である。次年
度に向けては、組織改正後の状況や、次期
総合計画の内容を踏まえた見直しを行う。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ H30 Ａ R1

【改革内容】

　既存事業や仕事の仕方を見直し、生み出した人員を、新
規・重点施策に振り向けている。
　また小・中・高・特別支援学校の教職員定数については、
児童生徒数や国の学級編制基準に基づいて決定している。

R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

法人財務会計・人事給与
制度の整備

計画

結果

中期目標の策定
計画

結果

翌年度に向けた組織の見
直し（部署の改廃・新設
等の検討、決定）

計画

結果

法人運営体制の整備（各
種運営規程の整備）

計画

結果

参
考
指
標

組織の数（翌年4月1日現在：県庁） 実績

現状の把握と改善点の抽
出

計画

結果

１四半期

9部1部内局
100課室等

105機関

ア

作業内容 年度
H29 H30

　「第15次群馬県総合計画（はばたけ群馬プランⅡ）」と「群
馬県版総合戦略」に掲げた目標の実現に向け、施策を着実
に推進するための組織を整備している。

指標項目 年度

具体的な取組

実績

県立２大学の公立大学法人による運
営への移行

目標

実績

県立２大学の公立大学法人による運
営への移行に必要な運営体制・制度
の整備終了

目標

イ

－

目標

移行方針決定 －

－

－

H30.4移行

H30.4移行

－

－

－

－

他県・全国の状況

全国の公立大学数  93大学
うち公立大学法人に移行した大
学数　82大学
（H31年4月現在）

ア

イ

具体的な取組 ②適正な定員管理 取組所属 ◎(総)総務課、(教)総務課、学校人事課 関係所属 －

実績取
組
目
標

ア
組織の見直しの実施（具体的工程に
掲げた各作業による作業実施率）

目標

組織の数（翌年4月1日現在：地域機
関）

実績

　限られた人員で最大限の効果を発揮することが必要である。
　また数々の教育問題に適切に対応し教育水準を維持していくために、学級編制基
準に基づく教職員定数を確保し、今後も適正な定員管理に取り組む必要がある。

ア　（知事部局・教育委員会事務局）ヒアリングや現地調査により、各所属から現状
を把握した上で、改善点を抽出し、翌年度に向け配置する定員を見直す。
イ　（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教職員）児童生徒数の変化や国の
学級編制基準に基づき、各学校の教職員定数を決定し、配置する。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

取
組
目
標

ア
定員の見直しの実施（具体的工程に
掲げた各作業による作業実施率）

目標 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

イ
教職員定員の見直しの実施（具体的
工程に掲げた各作業による作業実施
率）

目標 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

100%（実施）

実績 （実施） （実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

100%（実施）

実績 （実施） （実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施） 100%（実施）

参考
指標

一般行政部門の職員数（翌年4月1
日現在）

実績 3,938人 3,937人 3,922人 3,907人 3,886人 3,945人

教職員数（翌年4月1日現在） 実績 16,539人 16,431人 16,311人 16,316人 16,150人 15,931人

教育委員会事務局の職員数（翌年4
月1日現在）

実績 441人 443人 446人 451人 437人 428人

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

ア

現状の把握と改善点の抽
出

計画

結果

翌年度、各所属に配置す
る定員の見直し

計画

結果

イ

児童生徒数の調査
計画

結果

国の学級編制基準に基
づき、各学校に配置する
教職員定数の決定

計画

結果

ア
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【全体を通じた成果評価】

総合

Ａ

＜評価の理由＞
　新たな行政課題に的確に
対応し、より効率的・効果的
に業務を執行できるよう、毎
年度、方針に基づいた適正
な組織・定員管理に取り組ん
だ。

＜課題＞
　これまでの取組に加え、ＤＸ
の進展等に合わせて効率的
な執行体制の検討が必要。

R2

＜評価の理由＞
　方針に基づいた適正な組織・定員
管理に取り組んだ。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【全般】
・引き続き継続を期待したい。
・定員がどの程度であれば適正かという指標
が分からないので、評価できない。新型コロナ
ウイルスや自然災害などに対応できるような
人員管理も検討必要。
・この内容だけだと具体的に評価しかねるが、
現状維持以外に、この「適正な組織・定員管
理」という領域の運用をよりよくするためにでき
ることは、どんなことがあるか。
・国家公務員でもサービス残業が問題視され
ており、地方においても同様のことがあるので
はと感じる。また、日本は諸外国に比べ公務
員の人数は少ない傾向にあるため、適切な
報酬を得ることなく個々の職員が犠牲になっ
ているのであれば、増員または業務効率化に
よる改善が必要だと思う。

Ａ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・「中長期的な視点で組織体制の構築に取り
組む」という結論で「Ａ」評価は高すぎる。組
織体制の見直しよりも仕事の仕方の見直し
（電子化等）を優先してほしい。

【具体的な取組②】
・部活のあり方について議論が必要。現状は
先生方の奉仕精神によって支えられている。
対価が必要ではないか。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・組織、人員見直し作業は100％実行され高
い評価が下されるも、削減目標とする組織数
や人員数の設定がなく評価が難しい。具体的
な数値目標は必要で問題点、課題が見えな
い。

【具体的な取組②】
・部活のあり方；先生が部活まで担当すること
に限界がある。部活専属者を入れて改善す
る方法も考えられる。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・知事の交代後、R2は新しい組織(課等）が
誕生している。成果が楽しみである。
・取組目標；組織見直しの実施が目標は評
価Ａで妥当も、取組目標の定量化出来ると
評価し易い。現在の組織、人員構成が妥当
かは不明も現実的に高齢化少子化による税
収減と職員減が想定され県民サービスに支
障が生じないように組織、人員の将来展望が
ほしい。

【具体的な取組②】
・一般行政部門の職員数3,907→3,886人
21人縮減。教育委員会事務局451→437
人　14人縮減。教職員16,316→16,150人
高校の部活動は負荷が増す一方で、対価か
専業者が必要。

Ａ

＜評価の理由＞
　方針に基づいた適正な組織・定員
管理に取り組んだ。 Ａ

＜評価の理由＞
　方針に基づいた適正な組織・定員
管理に取り組んだ。 Ａ

＜評価の理由＞
　方針に基づいた適正な組織・定員
管理に取り組んだ。

H29 H30 R1

Ａ H30 Ａ R1

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

ア　ヒアリングや現地調査により、各所属の現
状を把握した上で、改善点を抽出し、見直し
により生み出した人員を、新規・重点施策に
取り組むために配置する。
イ　引き続き国の定数改善計画等の状況を
把握するとともに、適切に対応していく。

ア　ヒアリングや現地調査により、各所属の現
状を把握した上で、改善点を抽出し、見直し
により生み出した人員を、新規・重点施策に
取り組むために配置する。
イ　引き続き国の定数改善計画等の状況を
把握するとともに、適切に対応していく。

ア　ヒアリングや現地調査により、各所属の現
状を把握した上で、改善点を抽出し、見直し
により生み出した人員を、新規・重点施策に
取り組むために配置する。
イ　引き続き国の定数改善計画等の状況を
把握するとともに、適切に対応していく。

ア　ヒアリングや現地調査により、各所属の現
状を把握した上で、改善点を抽出し、見直し
により生み出した人員を、新規・重点施策に
取り組むために配置する。
イ　引き続き国の定数改善計画等の状況を
把握するとともに、適切に対応していく。

Ａ R2 Ａ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

ア　既存事業や仕事の仕方を見直し、生み
出した人員を、新規・重点施策に振り向け
た。
イ　具体的工程に基づき児童生徒数を算定
し、それに応じた標準学級数により教職員定
数を決定することができた。

ア　既存事業や仕事の仕方を見直し、生み
出した人員を、新規・重点施策に振り向け
た。
イ　具体的工程に基づき児童生徒数を算定
し、それに応じた標準学級数により教職員定
数を決定することができた。

ア　大幅な組織の見直しを行ったが、既存事
業や仕事の仕方を見直し、生み出した人員
を、新規・重点施策に振り向けるなど、職員の
総数を増やすことなく、見直しを実施した。
イ　具体的工程に基づき児童生徒数を算定
し、それに応じた標準学級数により教職員定
数を決定することができた

ア　コロナ対策のため人員は増加したが、
ニューノーマルの視点等で既存事業や仕事
の仕方を見直し、生み出した人員を新規・重
点施策やコロナ対策に振り向けることで、コロ
ナ対策を除く部分では、総数を増やすことな
く、見直しを実施することができた。
イ　具体的工程に基づき児童生徒を算定し、
それの応じた標準学級数により教職員定数
を決定することができた。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

ア　前例踏襲により漫然と仕事を進めるので
はなく、既存事業や仕事の仕方を見直し、生
み出した人員を次年度の新規・重点施策に
振り向けていく必要がある。
イ　県の学級編制基準により、引き続き児童
生徒数及び標準学級数に応じた適切な教職
員数を配置する。

ア　前例踏襲により漫然と仕事を進めるので
はなく、既存事業や仕事の仕方を見直し、生
み出した人員を次年度の新規・重点施策に
振り向けていく必要がある。
イ　県の学級編制基準により、引き続き児童
生徒数及び標準学級数に応じた適切な教職
員数を配置する。

ア　前例踏襲により漫然と仕事を進めるので
はなく、既存事業や仕事の仕方を見直し、生
み出した人員を次年度の新規・重点施策に
振り向けていく必要がある。
イ　県の学級編制基準により、引き続き児童
生徒数及び標準学級数に応じた適切な教職
員数を配置する。

ア　前例踏襲により漫然と仕事を進めるので
はなく、既存事業や仕事の仕方を見直し、生
み出した人員を次年度の新規・重点施策に
振り向けていく必要がある。
イ　県の学級編制基準により、引き続き児童
生徒数及び標準学級数に応じた適切な教職
員数を配置する。

年度ごとの実施結果評価 H29
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群馬県行政改革大綱実施計画 令和３年5月現在

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

ウ

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　引き続き、テレワークミニ通信を発行し、職
員への周知を図る。また、テレワークの実施
が想定される育児・介護中の職員などを対象
とした啓発を行うとともに、それらの職員の要
望を踏まえ、利用しやすい制度にしていく。
　テレワークの試行の結果を示す指標として、
テレワークの実施者数を取組目標に加える。

　様々な職種・職位の職員のテレワーク実施
例を紹介するため、引き続き、テレワークミニ
通信を発行するとともに、職員がテレワークに
チャレンジしやすい機会を設けるなど、テレ
ワークの定着に向けた取組を行う。

　職員がテレワークにチャレンジしやすいよう
な環境整備を行うとともに、在宅勤務・モバイ
ルワークについて、情報収集・検討を行う。

在宅勤務・モバイルワーク
の試行

計画

結果

在宅勤務・モバイルワーク
に係る情報収集・検討実
施

計画

結果

【改革内容】

ア　サテライトオフィス形式によるテレワーク（※）を試行導入する。
イ　試行の効果の検証を行い、本格導入のための検討を行う。
ウ　在宅勤務・モバイルワークの検討

※サテライトオフィス形式によるテレワーク
　テレワークのうち勤務している庁舎以外の庁舎で業務を行う形態
※モバイルワーク
　出張先や交通機関を利用した移動中に業務を行う形態

改革7 自治を担える人づくり、力を最大限発揮する組織づくり改革目標2 「仕事の仕方」の改革

①テレワークの試行導入 取組所属 ◎業務プロセス改革課、人事課

47人

100%（情報収集・検討実施）

－

H29 H30

3箇所 5箇所

18人 23人

H27 H28

　職員のワークライフバランスの充実や、育児・介護中の職員の負担軽減を図るた
め、テレワーク（※）の導入を検討する必要がある。

※テレワーク
　情報通信技術を活用した場所などにとらわれない柔軟な働き方

取組事項

関係所属

(4)働きやすい職場づくり

7箇所

－ 43人 51人 60人

R1 R2

1箇所 4箇所 － 7箇所

0箇所 0箇所

－－ 34人

　サテライトオフィスの増設に向けた作業を進
め、R2.10月からサテライトオフィスが7箇所
（１箇所増設）となった。
　新型コロナウイルスの影響により、サテライト
オフィスを休止したことから、テレワーク実施
者数及び実施回数は目標を下回ることとなっ
た。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として
の在宅勤務を継続して実施した。

　サテライトオフィス形式によるテレワーク実
施者数が少なく、更なる増設と職員への周知
が必要。
　また、在宅勤務は新型コロナウイルス感染
症対策としての対応を継続しており、本格実
施する際には十分な周知を行う必要がある。

　設置要望がある地域へのサテライトオフィス
設置を進め、活用を促すための周知を実施
する。
　また、新型コロナウイルスの流行状況を注
視し、適切なタイミングで、休止中のサテライ
トオフィスの再開及び多様な働き方、ワークラ
イフバランスの実現を目的とした在宅勤務を
開始する。

R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2 Ｂ

３四半期 ４四半期２四半期

情報収集・検討実施

在宅勤務制度開始

－ 100%（検証・検討実施） － －

－ －

Ｂ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　関係課とテレワークの試行実施に向けた検
討会を開催し、サテライトオフィスの設置箇所
や制度面の準備を進め、10月から試行を開
始した。試行開始後は、利用者の声を掲載し
た「テレワークミニ通信」を発行するなど、利
用促進を図った。
　また、計画を前倒しし、平成30年度からサ
テライトオフィスを５箇所にする準備を進め
た。

　４月からサテライトオフィスを５箇所（２箇所
増設）とし、職員がテレワークに取り組みやす
い環境を整備した。
　また、職員向けのアンケートを行うなど、職
員の意見や実施実績を踏まえた効果検証を
行い、H31からの本格導入が実現した。
　なお、テレワーク実施回数は目標を達成し
たが、テレワークについての職員の理解が十
分ではなかったことなどから、実施者数は目
標を下回った。

　サテライトオフィスの増設に向けた作業を進
め、R2.4月からサテライトオフィスが６箇所（１
箇所増設）となった。
　テレワーク実施回数はリピーターが増加した
ことにより目標を大きく上回る回数となった
が、実施者数は目標を下回った。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として
の在宅勤務を開始した。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　テレワークについて、職員の理解を高め、実
施者を増やすことが必要。

　テレワークについての職員の理解が十分で
はないことなどが要因で、テレワークの実施者
が少ないことから、更なる職員への周知が必
要。

　サテライトオフィス形式によるテレワーク実
施者数が少なく、更なる職員への周知が必
要。
　また、在宅勤務は新型コロナウイルス感染
症対策としての対応であり、本格実施に向け
た課題等を整理する必要がある。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ H30 Ｂ R1

試行開始１年間の効果
検証

計画

結果

本格導入に向けた検討の
実施

計画

結果

サテライトオフィス設置の
準備

計画

結果

職員への説明・利用促進
方策の実施

計画

結果

テレワーク試行に向けた
検討の実施

計画

結果

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期
作業内容 年度

H29 H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

ア

テレワーク試行実施
計画

結果

試行開始１年間の実施
結果まとめ

計画

結果

参考
指標

なし 実績

実績

取
組
目
標

サテライトオフィスの設置箇所数
目標

　本県では、育児部分休業など仕事と生活の両立を実現す
るための制度の充実化を行ってきたが、働き方改革が国・地
方自治体・企業の喫緊の課題として位置付けられていること
を踏まえ、これまで以上に、多様で柔軟な働き方の選択を可
能とする職場づくりに取り組むことが求められている。

指標項目 年度

具体的な取組

実績
ウ 在宅勤務・モバイルワークの検討

目標

実績
テレワーク延べ実施回数

目標

実績
テレワーク実施者数

目標

イ
試行開始１年間の効果検証及び本
格導入の検討（具体的工程に掲げた
各作業による作業実施率）

目標

ア

全所属

目標

－

－

－

－

－

50回

－

－

120回

136回

－

100%（情報収集・検討実施）

144回

265回

100%（情報収集・検討実施）

100%（情報収集・検討実施）

300回

208回

他県・全国の状況

・テレワーク実施（本格導入・試験
導入）都道府県数：47

イ

実績 － － － 100%（検証・検討実施）

50 改革７（４）



【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

【具体的工程】

【現状（平成28年度時点）】 【問題・課題（平成28年度時点）】

【指標】

ア

イ

ウ

エ

オ

【具体的工程】

メンタル疾患で1ヶ月以上の長期病
休を取得した人数

実績 45人 43人 49人 53人 67人 68人

【改革内容】

　知事部局における職員１人当たりの時間外勤務の状況は
平成25年度以降毎年増加傾向にあり、平成27年度の実績
は１月あたり11.2時間、平成25年度と比較すると10.9％の
増加となっている。
　年休の平均取得日数について平成27年度は職員１人あた
り10.2日であり、特定事業主行動計画で目標とする13日（知
事部局）を下回っている。

　長時間労働を前提とした働き方を見直す機運は国全体の課題としても議論されて
いるところであり、職員のワークライフバランスの推進の観点からも時間外勤務の縮
減や年休の取得促進による総労働時間の縮減に取り組む必要がある。

ア　ＰＤＣＡサイクルを活用した時間外勤務縮減に向けた取組計画により職員一人
当たりの時間外勤務時間の縮減を進める。
イ　年休等の計画的使用について周知し、取得促進に努める。

指標項目

具体的な取組 ②総労働時間の縮減 取組所属 ◎人事課 関係所属 全所属

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

取
組
目
標

ア 職員１人あたりの時間外勤務時間数
目標 10時間/月 10時間/月 10時間/月 10時間/月

実績 11.2時間/月 11.7時間/月 11.3時間/月 12.3時間/月 14.5時間/月 13.2時間/月

イ
職員１人あたりの年次有給休暇取得
日数

目標 13日以上/年 13日以上/年 13日以上/年 13日以上/年

実績 10.2日/年 10.2日/年 11.2日/年 11.1日/年 11.０日/年 11.8日/年

参考
指標

なし 実績

作業内容 年度
H29 H30 R1 R2

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

ア
時間外勤務縮減に向け
た取組計画作成

計画

結果

イ
年休等の計画的取得に
ついて周知

計画

結果

年度ごとの実施結果評価 H29 Ｂ H30 Ｂ R1 Ｂ R2 Ｂ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　年度当初に、これまで個別で行っていた
「時間外勤務の縮減」と「年次有給休暇の計
画的取得促進」に関する通知を「総労働時
間の縮減」として発出し、前年度比▲15％を
基本とした時間外勤務縮減目標の設定、年
13日以上の取得目標を踏まえた年休取得
計画表を作成するなど、全庁的な取り組みを
推進したところ、いずれの取組目標について
も前年度実績を上回る成果となったが、目標
達成までには至らなかった。

　昨年度に引き続き、年度当初に、「時間外
勤務の縮減」と「年次有給休暇の計画的取
得促進」に関する通知を「総労働時間の縮
減」として発出し、前年度比▲12％を基本と
した時間外勤務縮減目標の設定、年13日以
上の取得目標を踏まえた年休取得計画表を
作成するなど、全庁的な取り組みを推進した
が、いずれの取組目標についても前年度実
績を下回る結果となり、目標達成に至らな
かった。

　Ｒ１年度も「時間外勤務の縮減」と「年次有
給休暇の計画的取得促進」に関する通知を
「総労働時間の縮減」として発出し、前年度
比▲15％を基本とした時間外勤務縮減目標
の設定、年13日以上の取得目標を踏まえた
年休取得計画表を作成するなど、全庁的な
取り組みを推進したが、いずれの取組目標に
ついても前年度実績を下回る結果となり、目
標達成に至らなかった。時間外増の要因は、
台風やＣＳＦ、コロナ等の対応が考えられる。

　Ｒ２年度も「時間外勤務の縮減」と「年次有
給休暇の計画的取得促進」に関する通知を
「総労働時間の縮減」として発出し、前年度
比▲15％を基本とした時間外勤務縮減目標
の設定、年13日以上の取得目標を踏まえた
年休取得計画表を作成するなど、全庁的な
取り組みを推進したが、いずれの取組目標に
ついても前年度実績を上回る結果となったも
のの目標達成に至らなかった。時間外増の
要因は、新型コロナウイルス対応が考えられ
る。

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　年度当初に設定した目標・計画について、
適切なフォローアップや見直しを行うことが必
要。

　年度当初に設定した目標・計画について、
適切なフォローアップや見直しを行うことが必
要。
　人事課においても、適宜状況を分析し、各
部局と共通認識を持ちながら、適切なフォ
ローアップを行うことが必要。

　年度当初に設定した目標・計画について、
適切なフォローアップや見直しを行うことが必
要。
　人事課においても、適宜状況を確認しつ
つ、適切なフォローアップを行うことが必要。
特に、時間外勤務の上限規制の対象となり
得る所属へのフォローを丁寧に行うことが必
要。

　時間外勤務の実績は、新型コロナウイルス
対策により健康福祉部及び産業経済部で時
間外増となったが、他部局の殆どで前年度
実績を下回る結果となった。
　今後は、目標達成に向けて、従来の取組に
加えて、新たな具体的な措置が必要と考え
ている。

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　各所属長に対して、時間外勤務縮減の取り
組みや年次有給休暇を取得しやすい環境整
備の重要性を周知し、各所属の主体的な取
り組みを引き続き推進していくとともに、取組
例を示すなど環境づくりのバックアップを積極
的に行っていく。

　各所属長に対して、時間外勤務縮減の取り
組みや年次有給休暇を取得しやすい環境整
備の重要性を周知し、各所属の主体的な取
り組みを引き続き推進していくとともに、人事
課においては、適宜状況を分析し、必要に応
じて各所属長に対して適切な対策を講じるよ
う依頼していく。

　各所属長に対して、時間外勤務縮減の取り
組みや年次有給休暇を取得しやすい環境整
備の重要性を周知し、各所属の主体的な取
り組みを引き続き推進していくとともに、人事
課においては、時間外勤務の上限規制の対
象となり得る所属へのフォローを丁寧に行う。

　各所属長に対して、時間外勤務縮減の取り
組みや年次有給休暇を取得しやすい環境整
備の重要性を周知し、各所属の主体的な取
り組みを引き続き推進していくとともに、全庁
的な時間外縮減のため、関係所属（業務プロ
セス改革課、総務課）と一体となって、新た
な取組を検討していきたい。

具体的な取組 ③心の健康に関する一次予防の推進 取組所属 ◎総務事務管理課 関係所属 全所属

【改革内容】

　平成17年度からメンタルヘルス対策の指針や計画を策定
し取り組んでいるが、メンタルヘルス不調者は増加傾向であ
る。

　メンタル不調になってから相談支援が開始される二次予防対策が主となっている
が、不調になる前の一次予防対策のさらなる取組が必要である。

ア　メンタルヘルス対策の取組について、管理監督者向けの研修を実施する。
イ　職員ひとり一人が、一次予防であるセルフケアを実施できるよう総務事務システ
ムを利用してセルフケアを周知する。
ウ　ストレスチェックを実施する。
エ　職場復帰支援プラン作成時に精神科専門医等による相談を実施する。

指標項目 年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

取
組
目
標

ア 管理監督者向け研修実施
目標 2回 2回 2回

ストレスチェック実施
目標 1回 1回 1回

実績 48回 45回 45回 47回 46回

2回

実績 2回 3回 7回 5回 2回 1回

イ
セルフケアについて総務事務システ
ム掲載

目標 12回 12回 12回 12回

実績 12回 12回 15回 12回 12回 12回

1回

実績 1回 1回 1回 1回 1回 1回

48回 48回

48回

82.00%

総務事務システム掲載の認知度（管
理監督者研修アンケートで集計）

実績 63.90% 64.00% － － ー ー

96.50%

職場復帰支援プランにより試し出勤
を行った職員が復帰に至った割合

実績 83.30% 85.70% 91.70% 83.70% 92.10% 92.90%

ストレスチェックの受検率 実績 97.40% 96.50% 95.60% 97.10% 96.20%

ア
管理監督者を対象とした
メンタルヘルス研修の実
施

計画

結果

作業内容 年度
H29 H30 R1

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

職場復帰支援プラン作成
時に精神科専門医等の
相談実施

計画

結果

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R2

参
考
指
標

管理監督者向けの研修参加者の満
足度（アンケートから集計）

実績 95.80% － 71.40% 76.60%

ウ

エ

77.50%

エ
職場復帰支援プラン作成時に精神
科専門医等による相談実施

目標 48回 48回

ウ

イ
セルフケアについて総務
事務システムへの掲載

計画

結果

ストレスチェックの実施
計画

結果
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【全体を通じた成果評価】

総合

Ｂ

＜評価の理由＞
①　具体的工程に沿って、テ
レワークの試行・検証を進め、
サテライトオフィス形式のテレ
ワークを本格実施した。在宅
勤務については、新型コロナ
ウイルスの影響により本格実
施には至らなかった。
②　コロナや台風等を理由
に、目標達成に至らなかった
年が続いたが、引き続き高い
目標設定を掲げ、取組を実
施していく。
③具体的工程に沿って実施
し、評価指標項目（職場復帰
支援プランにより試し出勤を
行った職員が復帰に至った
割合）を向上させることができ
た。一方、セルフケアを周知
したが、1ヶ月以上の長期病
休者が増加した。

＜課題＞
①　サテライトオフィス形式に
よるテレワーク実施者数が少
なく、更なる増設と職員への
周知が必要。
　また、在宅勤務は新型コロ
ナウイルス感染症対策として
の対応を継続しており、本格
実施する際には十分な周知
を行う必要がある。
③職場環境整備には管理監
督者の役割が重要であるた
め、ストレスチェック分析結果
に基づく職場のメンタルヘル
ス改善研修が、効果的な研
修会となるよう更なる内容の
充実を図る。
病休に至った要因分析をさら
にすすめるとともに、セルフケ
ア、ラインケアおよび職場復
帰支援の充実を図る。
（全庁の課題）
　新型コロナウイルス感染症
の流行や災害発生に伴い、
職員の業務量が過多になっ
ていることも、1ヶ月以上の長
期病休者増加の要因の一つ
となっていると考えられる。こ
のような状況が今後も長期に
渡ることが予想されるため、
業務削減の更なる取り組みが
必要であると考える。

R2

＜評価の理由＞
①　サテライトオフィスを増設し設置
箇所の目標を達成したが、テレワーク
実施者数及び実施回数は、新型コロ
ナウイルスの影響により目標を下回る
こととなった。
②　新型コロナウイルスへの対応等に
より、取組目標の達成に至らなかった
が、いずれも前年度実績を上回る結
果となった。
③具体的工程に沿って実施し、評価
指標項目（職場復帰支援プランによ
り試し出勤を行った職員が復帰に
至った割合）を向上させることができ
た。一方、セルフケアを周知したが、
1ヶ月以上の長期病休者が昨年同様
多かった。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・「テレワーク実施者数及び実施回数は、新
型コロナウイルスの影響により目標を下回るこ
ととなった」と記されているが、どのような影響
により目標を下回ったのかが読み取りづらい。
コロナであれば、むしろテレワーク推進により
実施者数や実施回数は増える（増やす）とも
考えられるので、正確に表現したほうがよい。
「在宅勤務については、新型コロナウイルスの
影響により本格実施には至らなかった」という
点も、一般的な見方とは矛盾しているような
表現である。
・テレワーク実施者があまりにも少ない。上位
層からの積極的な試行が業務プロセス自体
の見直しにつながるため、さらに積極的な取り
組みを期待したい。必ずしもサテライトオフィ
スではなく、在宅勤務でも、いずれもできるよ
うな仕組みを整えることがBCPの観点におい
ても重要なのではないか。
・テレワークを実施するにあたって、労務管理
の在り方を検討する必要がある。連合の調査
では、通勤時間の削減などのメリットを感じて
いるものの、長時間労働になりやすいという結
果も出ている。
・行政職員の方のテレワークが進むことでの、
他業界や民間へのプラスの波及効果は大き
いと思う。
・BCPや業務効率化の観点から見ても、テレ
ワークは積極的に推進していただきたい。知り
合いの職員を見る限り、一般企業よりも積極
的にテレワークを活用しているように思える。
また、こういった取組についても広報していた
だけるとテレワークに消極的な民間事業者に
対して刺激になると思う。

【具体的な取組②】
労働時間の削減だけでなく、休暇取得の促
進と合わせて実施していることが評価できる。
ここからのさらなる成果のためには、年休取
得計画の進捗状況の庁内見える化等が必
要になると思われる。

【具体的な取組③】
・難しい問題であるが引き続き継続を期待し
たい。コロナの影響でメンタルを病む人が増え
ている中で、この増加幅にとどめることができ
たのは、セルフケアの周知の効果ともいえる
のではないか。
・1ヶ月以上の長期病休者が増加したことへ
の原因分析と、対応策があるか。

Ｂ

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・テレワークについては、引き続き増進すべき
である。テレワークという環境が、特別でなく、
違和感もなく、差別感もない使いやすい環境
として、更に認識されることが望まれる。
・サテライトオフィスの課題は、①各部署での
周知徹底（特にトップ）②取得するのに手続
が煩雑で簡素化が必要、緊急時電話一本で
も可能に ③サテライトオフィス数が少なく且
つ使用可能人数が限られる ④特に女性が
取得しやすくする（ワークライフバランスに効
果）。

【具体的な取組②】
・月の残業時間が100時間を超えるような勤
務を続けている状況であれば、国で進めてい
る働き方改革の一環で総労働時間の短縮を
目標に掲げる意味があると思うが、平均11時
間程度の残業時間の状況で、行政改革大綱
の項目にあげる必要は無いと考える。もし、部
署ごとの残業時間で突出して残業時間が多
い部署があればその部署に対して改善策を
検討する必要はある。
・時短に向けた職場での雰囲気づくり、相互
理解をより徹底して欲しい。

【具体的な取組③】
・職場復帰できること、職場復帰までの仕組
みの整備が重要。
・メンタルに不調をきたす原因として一般的に
は、過酷な長時間労働や職場の人間関係が
あげられるが、平均残業時間が11時間程度
だとなると、職場の人間関係などの原因が考
えられるが、原因の把握をまず行わなければ
根本原因は取り除けないのではないか。
・「メンタル不調者が減少するような事業計画
に沿って実施しているが、至っていない。」と
いう記述があるにも関わらず、実施結果評価
が「Ａ」なのはどうか。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・「職員がテレワークにチャレンジしやすい機
会」とあるが、具体的内容を例示していただき
たい。
・サテライトオフィス増設については、評価で
きる。利用したい職員が、利用しやすい仕組
みを期待する。育児、介護で利用したい職員
が利用できない状況はないかを調査し、利用
したい職員が利用できる仕組みづくりの構築
が必要である。
・現状各所属で管理しているシステム(Nas)と
県庁ネットワークのシステムと二系統のシステ
ムが存在し、テレワークを推進するためには
県庁ネットワーク上で各所属に割り当てられ
ている容量が少なすぎるとのことであった。次
期県庁ネットワークシステムの検討では、在
宅勤務、モバイルワークの実現に向けてセ
キュリティ強化が最重要になると思われるの
で、Ｒ１年度の成果に期待する。
・働き方改革の重点施策であり実績者の目
標未達については広く周知徹底は勿論、問
題点、課題を整理し庁内各所属で取組の点
検、評価していく仕組み作りが必要である。
・サテライトオフィスによるテレワークはどんど
ん進めていただきたい。モバイルワークの導
入にあたってはセキュリテｨー対策が重要で
ある。
・テレワークについては、人員が減少したが、
今後、職員にさらに周知させつつ今後の継続
的実施期間を経て、判断すればよい。

【具体的な取組②】
・他県の職員が長時間労働等による自殺す
るという痛ましいニュースを目にすることが多く
なった。群馬県では、そのようなことがないよ
うに、各職場の実態把握に努めてほしい。
・時間外勤務時間数の削減は、平均時間で
10時間程度であれば働き方改革で取り上げ
ることもないと思う。しかし、平均値ではなく経
理部門等時期によっては負荷がかかる部署
もあると思われるので、個別に問題把握をし
て取り組む必要があるのではないか。
・時間外勤務時間数は、前年度を下回って
おり、“Ｂ”評価が妥当。
・具体的な目標と掲げながらも２年連続悪化
している。職場単位で、もう一度残業時間縮
減の取組について、具体策を議論すべきで
ある。

【具体的な取組③】
・心の健康に問題のある職員数が減少してい
るかどうかが問題である。
・メンタルヘルスケアについては、評価指標と
して新たに不調をきたし出勤できなくなった職
員数もあげたほうが良いのではないか。
・メンタル専門医が常駐し、いつでも相談でき
る体制を望む。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
【具体的な取組①】
・サテライトオフィスは１箇所増設されたがテレワー
クの実施者は34人で下回っている。　実施に偏り
が見られる。
・テレワークの増加、在宅勤務の開始は働く環境
を柔軟にするうえで良かった。課題も見えていると
思うので、解決を図り、さらなる推進をお願いした
い。
・コロナウイルス対策で行っているテレワークの現
状につき教えてほしい。
・コロナウィルス対策の観点からも、サテライトオ
フィス形式テレワークと在宅テレワークの差異を機
能をより一層明確に位置付けて、より積極的に両
者を実行してみる必要があるのではないか。
・今回のコロナ対応で在宅勤務を実施したとある
が、一方サテライトオフィスにおけるテレワークの実
施人数は34人止まりとなっているので、今後業務
のデジタル化を強力に促進していただきたいと思
う。
・テレワーク推進は強化案件、コロナ禍で加速され
サテライトのみならず自宅やその他場所での実施
が可能なIT環境（安全性の確保）の整備が急が
れる。ＩＴ環境の整備強化は国とのシステム全般で
の連携は必須で齟齬が起きないように進めてほし
い。
・テレワークの実施回数が目標達成したことは評
価できる。次年度は、実施者数が増えると良い。

【具体的な取組②】
・一人あたりの時間外　H30の12.3時間に比べ
14.5時間と大幅に増えた。台風や新型コロナの対
応が要因と思われる。評価はＢ評価。
・日常的に、目標を上回るような計画を立て、そ
れに対応する業務量（分担）としていくことが大切
である。また、部署ごとに休暇取得の進捗に差が
あると思う。実績は平均値だと思うが、平均を追い
求めると進まないので、『最低ライン』として進める
と効果的だと思う。
・労働時間縮減は部署間での偏りがあれば当該
部署への担当部署トップからの改善依頼で改善を
促すことは可能で全体の平均での判断は困難。

【具体的な取組③】
・メンタルで一ヶ月の長期病休した人数が67人。
過去最悪。産業医に話を聞いてもらえる気楽なシ
ステムが必要。
・一次予防の推進をはかって、なぜ休職者数が増
えてしまったのでしょうか。休暇、時間外、メンタル
ヘルスへの評価を見ると、成果評価は“Ｃ”が妥当
ではないかと思います。
・メンタル疾患で長期休暇をとっている方が年々
増加しており、昨年度67人という数字は前年度よ
り伸び率が大きくなっている。特定の部署、特定の
上司に偏っているかなど要因分析をしっかり行っ
て対応をお願いたします。
・取組目標が一次予防で管理監督者視点になっ
ており疾患が伺える患者ベースの視点（人数等）
も必要である。
・メンタル疾患が増えていることは残念である。メン
タル疾患の原因を調べ対応いただきたい。「パワ
ハラ」「いじめ」があるときいたことがある。「パワハ
ラ」「いじめ」について、どのような対応しているの
か。
・県庁こそ、「働きやすい職場」を実現し、民間企
業のお手本になっていただきたいと考える。精神
疾患のため長期休暇中の職員が増えたことが残
念である。精神疾患になる前に、事前防止できる
制度が必要である。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　具体的工程に沿って、テレワーク
の試行を開始できた。サテライトオ
フィスの設置箇所については、計画を
前倒しし、平成30年４月から５箇所で
実施できることとなった。また、テレ
ワークミニ通信を発行するなど、利用
啓発に取り組み、柔軟な働き方を推
進できた。
②　いずれの取組目標についても前
年度実績を上回る成果となったが、
目標達成までには至らなかった。
③　具体的工程に沿って実施するこ
とができた。管理監督者向けの研修
会は、計画より遅れての実施だが、管
理監督者全員に参加してもらうため
日程調整を行い、予定よりも多い回
数を実施することができた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　具体的工程に沿って、サテライト
オフィスの増設や、試行検証を実施
できた。また、テレワークの実施回数
は目標を達成したが、実施者数が目
標を下回った。
②　いずれの取組目標についても前
年度実績を下回る結果となり、目標
達成に至らなかった。
③　具体的工程に沿って実施するこ
とができた。また、二次予防対策につ
いては課題があるが、一次予防につ
いては、評価指標項目（研修満足
度、ストレスチェック受検率）を向上さ
せることができた。

Ｂ

＜評価の理由＞
①　テレワークの実施回数が、目標を
大きく上回った。
②　災害等への対応により、いずれの
取組目標についても前年度実績を下
回る結果となり、目標達成に至らな
かった。
③　具体的工程に沿って実施し、評
価指標項目（職場復帰支援プランに
より試し出勤を行った職員が復帰に
至った割合）を向上させることができ
た。一方、セルフケアを周知したが、
1ヶ月以上の長期病休者が昨年より
増加した。

H29 H30 R1

課題を踏まえての対応
（次年度以降の取組目標や
具体的工程の修正点）

　職場のメンタルヘルス改善研修の内容の
見直し、管理監督者が自所属で改善の取組
が実践できる時期に研修を実施する。

　ストレスチェックは結果分析の精度を向上さ
せるため、令和元年度から委託業者を3カ年
契約とし、一次予防の取組を強化するととも
に職場環境改善及び向上につなげる。
　病休休職職員の復帰率向上のため、引き
続き適切な支援を行い、早期の復帰につな
げたい。

　引き続き、職場復帰率向上のための支援
を適切に行うとともに、復帰職員の再発防止
やセルフケアの周知も徹底したい。

病休に至った要因分析をさらにすすめるとと
もに、引き続き、セルフケア、ラインケアおよび
職場復帰支援の充実を図る。

H30 Ａ R1 Ｂ R2 Ｂ

要因分析
（取組目標や計画した具体的
工程の達成要因・促進要因/
達成できなかった阻害要因・
問題点）

　メンタル不調者が減少するよう、各種事業
を計画に沿って実施した。さらに、平成29年
度に群馬県職員の職場復帰支援指針を改
訂し、メンタル不調の要因分析を行い個々の
事案に対応した結果、職場復帰率は増加し
た。
（平成29年度評価における委員会意見等を踏まえ追
記・修正）

　各種事業を計画に沿って実施することがで
きた。また、ストレスチェックの受検率が昨年
度より向上したことから、一次予防であるセル
フケアの周知が進んだと考えられる。管理監
督者向けの研修参加者の満足度も向上し、
参加者のニーズに合った研修会を実施する
ことができた。

　各種事業を計画に沿って実施することがで
きた。また、精神科専門医等による相談の効
果的な運用により、職員の復帰率は昨年度と
比較して増加した。ストレスチェックの受検率
は毎年高い値を推移していることから、セルフ
ケアの周知が浸透してきたと考えられる。

ストレスチェック分析結果に基づく管理監督
者向けの研修参加者の満足度は向上し、参
加者のニーズに合った研修会を実施すること
ができた。新型コロナウイルス感染症の流行
に伴い、メンタルヘルス研修会が１回未実施
となったが、それ以外の事業については、計
画に沿って実施できた。

年度ごとの実施結果評価 H29 Ａ

次年度への課題
（当年度取組を行った中で判
明した次年度以降の取組を
進める上での阻害要因・留意
点）

　メンタル不調者を減少させるための取組とし
て、職場の管理監督者の役割が重要と考え
ている。平成29年度から、ストレスチェック分
析結果に基づく職場のメンタルヘルス改善研
修を実施し、全所属の管理監督者の出席を
得たが、研修の満足度が平成27年度よりも
減少した。管理監督者が、メンタルヘルス改
善に取り組みやすい研修を開催する必要が
ある。

　H29年度から実施しているストレスチェック
分析結果に基づく職場のメンタルヘルス改善
研修が、効果的な研修会となるよう更なる内
容の充実を図る。
　職員自身が試し出勤を希望したものの、試
し出勤に至らなかったケースが例年より多
かったことから、職場復帰支援対象者の見極
めや支援方法の精度を向上していきたい。

　管理職監督者向けの研修参加者の満足度
は、昨年度と比べて多少低い結果となった。
今後の実施にあたり、アンケート結果やストレ
スチェック職場分析結果を基に、より実践的・
発展的内容となるよう検討したい。

復職支援プランにより試し出勤を行った職員
が復帰に至った割合は増加したが、1ヶ月以
上の長期病休取得者は68人と前年度と同
様であった。病休に至った要因については、
本人の問題（適応力・基礎疾患・家族問題
等）と所属の問題（人間関係・業務内容・業
務量等）の両方に要因がみられたり、複数の
問題を抱えている傾向がみられた。また、病
休を繰り返す職員もいるため、今後も要因分
析を行っていきたい。

52 改革７（４）


